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竹
内
式
部
の
学
問
形
成
に
つ
い
て
―
『
啓
蒙
辨
』
を
中
心
に
―

大　

貫　

大　

樹

は
じ
め
に

　

竹
内
式
部
（
正
徳
二
〈
一
七
一
二
〉
年
～
明
和
四
〈
一
七
六
七
〉
年
）
は
所
謂
、
宝
暦
事
件
の
中
心
人
物
と
し
て
そ
の
名
が
知
ら
れ
て

い
る
。
事
件
の
経
過
や
宝
暦
期
に
於
け
る
彼
の
事
歴
に
つ
い
て
は
、
星
野
恒
『
竹
内
式
部
君
事
蹟
考
』（
冨
山
房
、
明
治
三
十
二
年
）
や
、

徳
富
蘇
峰
『
近
世
日
本
国
民
史　

宝
暦
明
和
篇
』（
民
友
社
、
大
正
十
五
年
）
を
は
じ
め
と
す
る
戦
前
の
研
究
に
詳
し
い）

1
（

。
た
だ
し
、
宝

暦
以
前
の
事
に
つ
い
て
は
史
料
に
乏
し
く
、
不
明
な
点
が
多
い
人
物
で
あ
る
。

　

宝
暦
事
件
以
前
の
式
部
に
つ
い
て
論
じ
た
研
究
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
新
潟
時
代
の
式
部
や
父
母
妻
子
な
ど
、
彼
の
家
族
に
つ
い

て
、
菩
提
寺
の
本
覚
寺
に
蔵
せ
ら
れ
た
史
料
か
ら
考
証
さ
れ
た
、
吉
田
東
伍
「
竹
内
式
部
の
父
母
妻
子
」（『
越
後
之
歴
史
地
理
』
万
松

堂
、
大
正
十
四
年
所
収
）
や
、
藤
田
福
太
郎
『
郷
土
之
偉
人
竹
内
式
部
先
生
』（
新
潟
市
青
年
団
聯
合
会
、
昭
和
十
一
年
）
が
挙
げ
ら
れ

る
。

　

殊
に
宝
暦
以
前
の
式
部
の
事
歴
と
し
て
、
閑
却
出
来
ぬ
の
が
望
楠
軒
と
の
「
義
絶
」
で
あ
る
が
、
そ
の
間
接
的
要
因
こ
そ
、
三
宅
尚
斎
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一
派
と
の
神
儒
論
争
で
あ
っ
た（

２
）。

た
だ
し
、
こ
の
論
争
に
於
い
て
、
式
部
が
如
何
な
る
心
情
と
意
志
を
抱
い
て
い
た
の
か
は
、
未
だ
検
討

の
余
地
が
残
る
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
事
は
、
式
部
と
望
楠
軒
の
「
義
絶
」
を
め
ぐ
る
背
景
を
、
よ
り
明
瞭
な
ら
し
め
る
事
と
な
る

で
あ
ろ
う
し
、
青
年
時
代
の
式
部
の
思
想
を
見
る
上
で
必
須
の
作
業
と
考
え
る
。

　

な
お
、
こ
の
論
争
に
つ
い
て
論
じ
た
研
究
は
、
元
文
期
に
於
け
る
式
部
の
思
想
を
検
討
さ
れ
た
松
本
丘
「
竹
内
式
部
の
『
日
本
書
紀
第

一
講
義
』」（『
垂
加
神
道
の
人
々
と
日
本
書
紀
』
弘
文
堂
、
平
成
二
十
年
所
収
）
の
み
で
あ
る
。
同
研
究
で
は
、
神
儒
論
争
並
び
に
、
天

理
大
学
附
属
図
書
館
吉
田
文
庫
に
蔵
せ
ら
れ
た
『
日
本
書
紀
第
一
講
義
』
を
検
討
さ
れ
、
元
文
期
に
於
け
る
式
部
の
垂
加
神
道
家
の
位
置

付
け
が
、「
京
都
に
於
け
る
垂
加
神
道
派
の
旗
手
と
し
て
自
他
共
に
認
め
る
存
在
で
あ
っ
た
」
事
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
の
式
部
の
学

問
も
、「
そ
の
根
底
は
若
年
期
の
修
学
、
特
に
若
林
強
斎
・
玉
木
葦
斎
・
松
岡
雄
淵
よ
り
伝
え
ら
れ
た
所
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
」

（
二
五
四
頁
）
と
し
て
お
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
諸
先
学
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
式
部
と
三
宅
尚
斎
―
久
米
訂
斎
と
の
間
で
起
き
た
論
争
を
軸
に
、
青
年
時
代
の
式
部
自
身
が

如
何
に
自
ら
の
学
統
を
自
認
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
論
争
内
容
を
検
す
る
に
式
部
は
先
学
の
指
摘
す
る
如
く
、
玉
木
正
英
や

望
楠
軒
の
教
導
に
よ
り
学
問
の
素
地
を
固
め
て
い
た
が
、
殊
に
後
者
の
影
響
は
強
く
、
式
部
は
自
ら
を
闇
斎
―
浅
見
絅
斎
―
若
林
強
斎
に

連
な
る
神
儒
兼
学
の
学
者
と
自
認
し
て
、
論
争
に
臨
ん
で
い
た
事
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
検
討
を
通
じ
て
松
本
氏
の
研
究
に
少
し
く
蛇
足

を
加
え
つ
つ
、
未
だ
不
明
瞭
な
点
の
多
い
竹
内
式
部
の
伝
記
研
究
、
並
び
に
学
問
形
成
の
様
相
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
、
彼
の
思
想
史

的
研
究
の
補
充
と
し
た
い
。
そ
こ
で
先
ず
は
、
先
学
に
よ
り
な
が
ら
上
京
直
後
の
式
部
と
彼
の
仕
え
た
徳
大
寺
家
に
つ
い
て
概
観
し
よ

う
。
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一
、
上
京
後
の
式
部
と
徳
大
寺
家

　

竹
内
式
部
は
正
徳
二
（
一
七
一
二
）
年
、
越
後
新
潟
で
医
業
の
家
に
生
ま
れ
た
。
式
部
の
菩
提
寺
で
あ
る
本
覚
寺
（
現
新
潟
県
新
潟

市
）
に
建
て
ら
れ
た
墓
に
は
「
正
庵
竹
内
省
敬
先
生
之
墓
」
と
あ
り
、
側
面
に
「
享
保
十
三
年
戊
申
秋
七
月
廿
四
日
孝
子
竹
内
宗
栓
建

之
」
と
あ
る
。
宗
栓
と
は
、
式
部
の
父
で
あ
り
、
省
敬
と
は
、
式
部
の
祖
父
を
指
す
。
こ
の
墓
は
父
宗
栓
が
建
て
た
と
さ
れ
て
い
る
。
な

お
、
竹
内
家
は
累
代
の
家
長
を
し
て
宗
栓
と
名
乗
っ
た
様
で
あ
る（

３
）。

祖
父
省
敬
を
し
て
「
先
生
」
と
敬
称
を
附
し
て
い
る
事
を
見
る
に
、

当
時
新
潟
に
於
い
て
、
竹
内
家
は
学
者
気
質
の
家
と
し
て
、
人
々
か
ら
も
認
知
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
年
、
式
部
が
奉
行
所
に

て
糾
問
さ
れ
た
際
、
没
収
さ
れ
た
書
物
の
中
に
は
、「
徳
川
記
と
申
反
古
同
然
之
書
物
、
私
亡
父
写
置
候
写
本
」（『
糾
問
次
第
』
前
掲
星

野
所
収
、
七
頁
）
と
あ
り
、
父
宗
栓
も
ま
た
、
好
学
の
人
で
あ
っ
た
事
が
察
せ
ら
れ
る
。
父
の
医
業
を
継
ぐ
こ
と
を
目
的
に
、
式
部
は
学

問
を
始
め
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
素
養
は
父
の
も
と
で
上
京
以
前
か
ら
養
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
上
京
後
の
式
部
を
支
え
た
人
物
と
し
て
、
閑
却
出
来
ぬ
の
が
彼
の
母
と
妻
で
あ
る
。
吉
田
東
伍
氏
は
式
部
の
菩
提
寺
で
あ
る
本

覚
寺
に
蔵
さ
れ
た
、
京
都
本
覚
寺
の
僧
侶
・
日
厚
が
新
潟
の
旧
家
に
し
て
「
相
当
の
財
産
を
持
つ
て
」
い
た
と
い
う
、
大
塚
家
に
宛
て
た

書
状
を
検
討
さ
れ
た
。
同
研
究
に
よ
れ
ば
、
式
部
の
母
と
妻
し
づ
は
大
塚
家
と
極
め
て
、
親
交
の
厚
か
っ
た
事
が
分
か
る
。

　

そ
の
式
部
が
医
業
を
修
べ
く
上
京
し
た
の
は
享
保
十
三
、
四
年
、
彼
が
十
七
、
八
歳
の
頃
で
あ
る
。
上
京
後
直
ぐ
に
学
ん
だ
人
物
は
久

米
訂
斎
と
望
楠
軒
の
沢
田
一
斎
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
式
部
は
享
保
十
六
年
に
松
岡
雄
淵
に
学
び
、
翌
年
に
易
簀
し
た
望

楠
軒
講
主
若
林
強
斎
に
も
学
ん
で
い
た
。

　

一
方
、
式
部
は
当
該
期
に
於
い
て
、
強
斎
と
並
ぶ
垂
加
神
道
の
碩
学
玉
木
正
英
に
も
学
ん
で
い
る
。
式
部
の
玉
木
入
門
の
時
期
は
定
か

で
は
無
い
。
た
だ
し
、
神
道
を
本
格
的
に
学
ぶ
前
の
式
部
は
、
享
保
十
八
（
一
七
三
三
）
年
二
月
二
十
一
日
に
垂
加
神
道
家
に
於
い
て
も
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重
ん
ぜ
ら
れ
た
易
学
伝
授（

４
）を

、
三
宅
尚
斎
の
弟
子
北
澤
遜
斎
か
ら
受
け
て
い
た（

５
）。

　

な
お
、
雄
淵
は
同
年
十
月
、『
神
道
学
則
日
本
魂
』
の
出
版
を
め
ぐ
る
過
程
の
中
で
正
英
に
破
門
さ
れ
て
い
る
が
、
易
学
伝
授
を
式
部

が
受
け
た
頃
は
未
だ
雄
淵
は
破
門
状
態
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
を
鑑
み
る
に
、
式
部
の
正
英
入
門
時
期
は
享
保
十
八
年
の
二
月
二
十
一

日
か
ら
十
月
ま
で
の
間
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
よ
う
に
し
て
式
部
は
垂
加
神
道
・
崎
門
学
の
碩
学
ら
に
学
び
、
修
学
を
進
め
た
。　

　

と
こ
ろ
で
、『
近
衛
内
前
公
記
』（『
宝
暦
事
件　

四
』
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
）
宝
暦
八
年
七
月
十
八
日
条
に
よ
れ
ば
、

竹
内
式
部
自
遠
国
上
京
仕
、
三
十
年
余
已
前
ニ
徳
大
寺
家
之
僕
と
な
り
、
彼
家
ニ
勤
仕
経
年
序
ハ
兼
学
神
道
之
儒
者
ト
相
成
候
、

上
京
後
、
直
ぐ
に
徳
大
寺
家
に
仕
え
た
如
く
見
え
る
が
、
如
何
な
る
伝
手
に
よ
る
の
か
、
定
か
で
な
い
。
考
え
ら
れ
る
の
は
正
親
町
家
の

存
在
で
あ
る
。
式
部
は
沢
田
一
斎
よ
り
一
通
り
儒
学
を
学
ん
だ
事
か
ら
、
享
保
十
八
年
に
正
親
町
実
連
へ
『
小
学
』
を
講
じ
て
い
た（

６
）。

式

部
が
徳
大
寺
家
と
何
ら
か
の
関
係
を
持
っ
た
と
す
れ
ば
、
正
親
町
家
を
介
し
て
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
式
部
と
徳
大
寺
家
と
の
関
係
上
、
注
目
し
た
い
の
が
彼
の
名
乗
っ
た
「
式
部
」
の
名
で
あ
る
。
嘗
て
、
式
部
が
親
し
く
学
ん

だ
一
斎
は
、「
先
年
出
会
い
た
し
候
竹
内
一
学
只
今
式
部

と
変
名

」（
宝
暦
八
年
八
月
三
十
日
付
小
野
鶴
山
宛
書
状
）
と
い
う（

７
）。

元
文
四
（
一
七
四
〇
）

年
三
月
に
講
じ
ら
れ
て
い
た
『
日
本
書
紀
第
一
講
義
』
や
、
上
述
し
た
吉
田
氏
の
研
究
で
明
ら
か
と
な
っ
た
日
厚
の
書
状
の
う
ち
元
文
五

年
三
月
十
四
日
の
も
の
に
も
「
一
学
」
の
名
が
見
え
る
事
か
ら
、
元
文
期
は
こ
の
名
が
通
名
で
あ
っ
た
。
吉
田
氏
が
明
ら
か
に
し
た
書
状

の
内
、
式
部
の
母
が
大
塚
氏
に
宛
て
た
書
に
は
「
式
部
」
の
名
が
見
え
て
い
る
。
こ
の
事
か
ら
同
氏
は
彼
が
「
式
部
」
を
名
乗
っ
た
時
期

を
「
寛
保
延
享
の
間
の
事
」
と
し
て
い
る
。
事
実
、『
公
城
卿
記
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
徳
大
寺
家
本
）
延
享
三
年
正
月
十
九
日

条
に
は
「
竹
内
式
部
来
、
日
本
紀
講
尺
、
今
日
依
講
尺
始
」
と
あ
り
、「
式
部
」
と
名
乗
っ
て
い
た
。
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な
お
、
後
年
、
式
部
が
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、「
徳
大
寺
家
御
先
代
よ
り
御
身
近
く
相
勤
候
得
故
、
一
器
一
物
、
御
文
庫
之
内
能

存
罷
候
」（『
糾
問
次
第
』
五
頁
）
と
あ
る
か
ら
、
彼
が
徳
大
寺
公
城
の
父
実
憲
の
頃
よ
り
仕
え
て
お
り
、
浅
か
ら
ぬ
関
係
で
あ
っ
た
事
は

間
違
い
な
い
。
そ
の
実
憲
の
薨
じ
た
の
は
、
元
文
五
（
一
七
四
一
）
年
七
月
十
六
日
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
点
を
踏
ま
え
、「
式
部
」
の
名
と
し
て
、
参
考
と
な
る
の
が
近
世
後
期
の
歌
人
香
川
景
樹
で
あ
る
。
景
樹
は
徳
大
寺
家
に
出
仕
す

る
歌
道
宗
匠
家
香
川
梅
月
堂
の
景
柄
へ
養
子
に
入
っ
た
。
そ
の
後
、
景
徳
、
つ
い
で
景
樹
と
名
乗
り
、
通
称
と
し
て
「
式
部
」
を
称
し
て

い
る（

８
）。

後
年
の
香
川
景
樹
の
事
例
で
は
あ
る
も
の
の
、
彼
が
徳
大
寺
家
に
出
仕
し
た
頃
か
ら
「
式
部
」
を
称
し
た
事
を
踏
ま
え
れ
ば
、
竹

内
式
部
も
ま
た
、「
式
部
」
と
称
し
た
の
は
、
実
憲
に
仕
え
て
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
然
り
と
せ
ば
、
式
部
は
元
文
五
年
三
月
頃
か
ら
、

実
憲
の
薨
ず
る
同
年
七
月
十
六
日
ま
で
の
間
に
、
徳
大
寺
家
へ
正
式
に
出
仕
し
た
事
が
推
定
出
来
よ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
前
提
に
は
、
以

前
か
ら
式
部
が
同
家
と
親
し
く
交
わ
り
を
持
っ
て
い
た
事
で
実
憲
よ
り
信
任
を
得
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
そ
の
関
係
を

作
っ
た
の
が
正
親
町
家
で
あ
ろ
う
事
は
既
に
述
べ
た
。

　

な
お
式
部
は
、『
糾
問
次
第
』
に
於
い
て
、

且
私
徳
大
寺
殿
ニ
て
何
程
禄
を
給
り
候
哉
被　
レ

尋
候
故
、
扶
持
を
も
不　
レ

被　
レ

下
候
段
申
上
候
ヘ
ハ
、
然
ら
ハ
家
来
分
と
申
者
哉
と
御

尋
故
、
前
年
（
筆
者
註
―
宝
暦
七
年
）
三
四
年
之
間
、
御
近
習
相
勤
候
節
者
、
四
石
ツ
ヽ
被　
レ

下
、
其
後
禄
ハ
不　
レ

被　
レ

下
候
得
共
、

其
分
ニ
而
近
習
格
ニ
只
今
ニ
而
も
御
召
使
之
段
申
上
候
、（
一
一
頁
）

と
あ
る
如
く
、
徳
大
寺
家
よ
り
扶
持
を
受
け
る
事
は
無
く
、
公
城
が
近
習
を
勤
め
て
か
ら
三
、
四
年
の
間
は
四
石
ず
つ
受
け
て
い
た
も
の

の
、
そ
れ
以
外
は
特
段
、
同
家
か
ら
の
収
入
は
な
か
っ
た
様
で
あ
る
。
で
は
、
式
部
は
何
故
、
自
ら
の
仕
え
た
徳
大
寺
家
よ
り
扶
持
を
受
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け
る
事
を
し
な
か
っ
た
の
か
。『
糾
問
次
第
』
に
て
式
部
は
、「
大
名
衆
ハ
拾
万
石
廿
一
万
石
ノ
ト
取
リ
大
ニ
遠
候
処
を
見
候
ヘ
ハ
自
然
と

堂
上
方
は
日
に
衰
へ
、
武
家
は
日
に
盛
ナ
様
ニ
相
見
ヘ
申
候
」（
三
二
頁
）
と
い
う
。
当
時
の
徳
大
寺
家
の
家
領
は
約
四
一
〇
石
、
清
華

家
の
中
で
も
、
醍
醐
家
（
約
三
一
二
石
）、
大
炊
御
門
家
（
約
四
〇
〇
石
）
に
次
い
で
低
く
、
式
部
の
主
人
が
「
日
に
衰
へ
」
て
い
た
事

は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
か
よ
う
な
、
姿
を
目
前
と
し
て
い
た
事
か
ら
式
部
は
徳
大
寺
家
よ
り
扶
持
を
求
め
る
事
を
し
な
か
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　

抑
々
、
上
京
し
た
式
部
が
学
問
を
進
め
、
さ
ら
に
自
ら
の
仕
え
る
徳
大
寺
家
よ
り
扶
持
を
受
け
ず
と
も
、
後
に
京
都
で
一
家
を
為
す
事

が
出
来
た
背
景
と
し
て
、
彼
の
母
と
妻
が
親
し
く
交
わ
っ
た
大
塚
家
か
ら
の
援
助
の
あ
っ
た
事
が
察
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
式
部
は
元
文
期

に
は
既
に
初
学
者
へ
向
け
て
、『
日
本
書
紀
』
講
義
を
行
っ
て
お
り（

９
）、

延
享
二
年
に
は
佐
々
貴
各
衛
好
門
な
る
人
物
へ
垂
加
神
道
の
伝
授

を
伝
え
て
い
た
事
が
『
日
蔭
草
』（
皇
學
館
大
学
久
保
田
収
文
庫
所
蔵）

（1
（

）
よ
り
窺
え
る
。
次
第
に
式
部
の
も
と
に
は
学
を
乞
う
者
も
増
え
、

宝
暦
八
年
時
点
で
、「
地
下
門
人
諸
国
に
何
程
有　
レ

之
候
哉
と
被　
レ

尋
候
故
、
七
八
百
人
程
有　
レ

之
由
申
候
」（『
糾
問
次
第
』
一
六
頁
）
に

至
っ
た
。
式
部
に
は
そ
う
し
た
門
人
ら
の
支
え
が
あ
っ
た
事
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
上
京
直
後
の
式
部
に
つ
い
て
、
少
し
く
補
充
を
試
み
た
。
式
部
は
母
や
妻
の
支
え
も
あ
っ
て
、
学
問
を
行
え
る
環
境
下
に
あ
っ

た
。
一
方
で
式
部
は
自
ら
が
仕
え
る
徳
大
寺
家
の
「
日
に
衰
へ
」
た
姿
を
目
前
と
し
て
、
扶
持
を
取
る
事
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
背
景
と

し
て
、
彼
が
こ
の
頃
ま
で
に
受
け
た
学
問
の
存
在
は
閑
却
出
来
ぬ
が）

（（
（

、
親
類
や
地
下
門
人
ら
の
支
え
が
同
家
よ
り
扶
持
を
強
い
る
必
要
の

な
い
環
境
を
齎
し
て
い
た
事
も
念
頭
に
置
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
上
、
上
京
後
の
修
学
模
様
を
踏
ま
え
次
節
で
は
本
題
で
あ
る
三
宅
尚

斎
、
久
米
訂
斎
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
論
争
の
内
容
に
つ
い
て
概
観
し
た
い
。
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二
、
三
宅
尚
斎
・
久
米
訂
斎
と
の
論
争

　

論
争
勃
発
の
直
接
的
な
原
因
は
式
部
が
元
文
三
（
一
七
三
八
）
年
に
訂
斎
を
訪
れ
、
不
易
な
る
道
に
つ
い
て
論
じ
、
こ
れ
に
対
し
て
、

訂
斎
が
道
に
は
流
行
が
あ
る
と
斥
け
た
事
に
端
を
発
す
る）

（1
（

。
た
だ
し
、
何
ら
の
所
以
も
な
く
、
式
部
が
先
輩
で
あ
る
訂
斎
に
議
論
を
持
ち

か
け
た
と
も
思
え
な
い
。
そ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
後
に
論
争
相
手
の
一
人
と
な
っ
た
三
宅
尚
斎
の
『
黙
識
録
』
に
見
え
る
以
下
の
言

で
あ
る
。

若
林
新七

所
録
絅
斎
先
生
仮
名
大
学
口
義
。
元
文
元
年
丙
辰
歳
。
偶
得
之
看
過
。
以
余
見
之
。
言
語
堆
。
而
皆
朱
子
之
常
談
。
要
義
則

却
麤
脱
。
其
昧
短
。
甚
不
似
先
生
所
自
筆
大
学
弁
之
有
意
思
精
密
。
以
是
識
得
若
林
所
見
。
未
至
于
其
微
意
。
宜
乎
彼
晩
年
狼
狽

焉）
（1
（

。 

　

尚
斎
は
強
斎
が
録
し
た
と
い
う
浅
見
絅
斎
の
「
大
学
口
義
」
を
元
文
元
（
一
七
四
〇
）
年
に
偶
然
、
見
る
機
会
に
接
し
た
と
い
う
。
な

る
ほ
ど
、
朱
子
の
「
常
談
」
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
肝
心
な
部
分
の
記
録
が
粗
雑
で
あ
り
、
精
密
な
学
問
を
さ
れ
た
絅
斎
先
生
の
「
大
学

弁
」
と
は
、
似
て
も
似
つ
か
な
い
。
記
録
し
た
強
斎
は
、
絅
斎
先
生
の
微
意
を
全
く
知
ら
ぬ
も
の
で
、
彼
は
「
晩
年
狼
狽
」
の
様
で
あ
っ

た
と
評
し
て
い
る
。
な
お
、
絅
斎
門
と
尚
斎
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
同
書
に
て
以
下
の
如
く
見
え
る
。

絅
斎
先
生
無
嗣
。
没
後
絅
斎
先
生
兄
道
哲
嫡
男
勝
太
郎
。
為
喪
主
受
弔
礼
。
且
定
為
三
年
喪
。
故
門
人
等
尚
云
。
以
勝
太
郎
為
養

子
。
直
方
先
生
以
書
質
於
重
固
曰
。
以
姪
為
後
。
以
若
林
某
佐
之
。
欲
継
学
脈
統
諸
門
人
。
皆
是
俗
習
之
陋
事
実
。
此
事
果
然
否
。



144竹内式部の学問形成について

重
固
亦
謂
。
以
姪
為
後
固
可
矣
。
然
勝
太
郎
是
兄
之
適
子
。
而
為
父
之
弟
之
後
。
大
可
疑
。
継
学
脈
統
門
人
。
是
最
可
疑
。
後
質
之

於
山
本
源
蔵
。
実
壬
辰
七

月
二
日

渠
曰
。
絅
斎
先
生
臨
絶
時
。
無
一
言
及
継
嗣
。
反
復
懇
懇
。
唯
勝
太
郎
之
勤
苦
継
学
脈
之
言
而
已
。
書
籍
并
武

器
。
付
勝
太
郎
。
家
宅
及
什
器
寄
道
哲
。
重
固
云
。
絅
斎
先
生
義
理
精
審
。
固
当
如
此
。
外
人
不
知
其
詳
而
議
之
。
不
得
其
実
其
宜

矣
。
因
識
山
本
之
言
如
此
。
庶
幾
後
之
議
者
知
之）

（1
（

。 

　

正
徳
元
（
一
七
一
二
）
年
に
絅
斎
が
易
簀
す
る
と
、
彼
の
兄
道
哲
の
嫡
男
勝
太
郎
が
喪
主
と
な
り
、
後
事
に
勤
め
た
。
こ
の
件
に
つ

き
、
佐
藤
直
方
は
絅
斎
が
勝
太
郎
に
後
事
を
さ
せ
、
そ
の
上
、
学
脈
を
継
が
せ
て
強
斎
を
そ
の
補
佐
に
当
た
る
よ
う
命
じ
た
と
聞
く
が
、

卑
し
き
事
で
あ
る
と
評
し
、
そ
の
実
際
に
つ
い
て
尚
斎
へ
問
う
。
こ
れ
に
対
し
て
尚
斎
は
、
甥
が
後
事
を
勤
め
る
事
は
問
題
で
は
無
い
も

の
の
、
勝
太
郎
が
父
の
弟
に
あ
た
る
絅
斎
の
後
事
に
勤
め
る
と
い
う
の
は
疑
う
べ
き
事
で
あ
り
、
さ
ら
に
学
脈
を
継
が
せ
る
と
い
う
事
も

大
い
に
疑
う
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
。

　

故
に
彼
は
、
強
斎
同
門
の
山
本
復
斎
に
問
い
質
し
た
。
復
斎
に
よ
れ
ば
、
絅
斎
は
臨
終
の
際
、
継
嗣
に
つ
い
て
は
言
及
せ
ず
、
勝
太
郎

の
学
問
大
成
を
期
待
す
る
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
絅
斎
は
強
斎
に
対
し
、
そ
の
後
見
と
な
る
よ
う
遺
命
し
た
の
で
あ
る）

（1
（

。
尚
斎

の
言
う
如
く
、「
義
理
精
審
」
な
る
絅
斎
の
学
風
の
ま
ま
に
、
彼
の
後
事
は
進
め
ら
れ
た
。

　
『
黙
識
録
』
の
記
述
か
ら
は
絅
斎
を
篤
く
尊
敬
し
た
尚
斎）

（1
（

 
が
、
絅
斎
門
と
親
し
く
交
わ
り）

（1
（

、
ま
た
そ
の
動
向
に
つ
い
て
注
意
深
く
見
て

い
た
事
が
窺
え
る
。
か
よ
う
な
尚
斎
で
あ
っ
た
事
か
ら
こ
そ
、
強
斎
の
筆
記
録
に
は
満
足
出
来
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
り
、
粗
雑
で
あ
る
と
評
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
期
は
元
文
元
年
、
式
部
が
訂
斎
を
訪
れ
る
二
年
前
で
あ
っ
た
。
絅
斎
の
後
事
に
つ
い
て
尚
斎
が
復
斎
を
問
い
質

し
た
事
を
鑑
み
れ
ば
、
強
斎
の
筆
記
録
を
見
た
彼
は
望
楠
軒
に
対
し
、
自
ら
の
意
見
を
伝
え
て
い
た
事
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
望
楠
軒
に
於
い
て
、
強
斎
の
師
風
が
重
ん
ぜ
ら
れ
た
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、
そ
の
師
で
あ
る
絅
斎
、
さ
ら
に
学
祖
闇
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斎
に
直
接
、
教
え
を
受
け
る
事
の
出
来
な
か
っ
た
当
時
の
望
楠
軒
に
と
っ
て
、
闇
斎
―
絅
斎
に
学
ん
だ
尚
斎
か
ら
の
忠
告
は
同
学
の
先
輩

に
よ
る
助
言
と
し
て
、
尊
重
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る）

（1
（

。

　

か
く
も
絅
斎
を
尊
敬
す
る
尚
斎
で
は
あ
る
が
、
最
晩
年
の
絅
斎
も
学
ん
だ
神
道
に
つ
い
て
は
、
晩
年
に
な
る
に
つ
れ
否
定
的
で
あ
っ

た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
強
斎
を
し
て
、
絅
斎
の
「
微
意
」
を
知
ら
ぬ
者
と
評
す
る
尚
斎
の
態
度）

（1
（

を
、
式
部
は
風
聞
し
た
事
で
彼
の
学

問
に
対
し
、
不
信
感
を
抱
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
こ
で
式
部
は
尚
斎
の
学
問
を
窺
う
べ
く
、
彼
の
娘
婿
で
嘗
て
学
ん
だ
久
米
訂
斎

を
訪
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
訂
斎
で
は
埒
が
明
か
ぬ
と
考
え
た
式
部
は
当
の
本
人
で
あ
る
三
宅
尚
斎
へ
書
状
を
送
り
、
論
争
は
本

格
化
し
た
。
以
上
が
論
争
に
至
る
経
緯
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
論
争
は
尚
斎
歿
後
も
訂
斎
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
、
延
享
三
（
一

七
四
六
）
年
の
八
年
間
の
長
き
に
亘
っ
て
行
わ
れ
た
。
か
く
の
如
き
論
争
の
背
景
を
踏
ま
え
、
式
部
と
尚
斎
、
訂
斎
と
の
間
で
交
わ
さ
れ

た
書
状
を
収
め
た
『
啓
蒙
辨
』（『
日
本
儒
林
叢
書
』
一
二
、
鳳
出
版
、
昭
和
四
十
六
年
所
収
、
以
下
引
用
訓
点
・
句
読
点
マ
マ
）
か
ら
、

注
意
す
べ
き
意
見
の
相
違
点
を
確
認
し
よ
う
。

　

元
文
三
年
三
月
十
二
日
付
の
尚
斎
宛
式
部
書
状
の
冒
頭
、『
日
本
書
紀
』
に
基
づ
き
天
地
開
闢
か
ら
、
天
照
大
神
の
御
即
位
ま
で
を
説

き
、

土
之
血
脈
ヲ
続
カ
シ
メ
此
国
ヲ
治
メ
シ
メ
給
フ
也
。
故
ニ
百
王
天
地
ノ
血
脈
ニ
シ
テ
。
天
位
一
度
立
テ
不　
レ

変
…
故
天
子
ノ
徳
ヲ
別

テ
以
テ
敬
者
ハ
。
土
シ
マ
ル
ハ
吾
国
帝
王
固
有
之
徳
ナ
レ
バ
也
。
異
国
篤
恭
而
天
下
平
ニ
似
タ
リ
。
是
万
国
道
ハ
天
ニ
本
ク
ト
イ
ヘ

ト
モ
。
殊
ニ
吾
国
ハ
天
人
唯
一
ノ
実
体
ト
申
ス
モ
。
サ
ル
事
ノ
様
ニ
被
存
候
。

　
「
土
之
血
脈
」
と
は
、「
土
金
之
伝
」
に
基
づ
く
も
の
で
、
決
し
て
放
心
せ
ず
、
人
と
し
て
我
が
身
を
し
っ
か
り
と
立
た
せ
る
の
が
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「
敬

つ
つ
し
み」

で
あ
る
事
を
説
い
た
教
え
で
あ
る
。
こ
の
教
え
を
根
本
に
し
て
国
を
治
め
る
が
故
に
、
我
国
の
「
天
位
」
は
不
動
で
あ
る
。「
敬
」

は
「
吾
国
帝
王
固
有
之
徳
」
と
言
え
よ
う
。
ま
さ
に
君
子
の
「
篤
恭
而
天
下
平
ニ
似
タ
リ
」（『
中
庸
』）
で
あ
る
。
道
が
「
天
」
に
基
づ

く
事
は
万
国
共
通
で
あ
る
が
、
殊
に
我
が
国
に
於
い
て
は
、「
敬
」
の
教
え
の
ま
ま
神
代
よ
り
今
日
（
人
代
）
に
至
る
ま
で
、
一
貫
し
て

お
り
ま
さ
に
「
天
人
唯
一
ノ
実
体
」
で
あ
る
。

　

そ
う
は
雖
も
、
漢
土
、
朝
鮮
、
我
国
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
相
応
ニ
道
ヲ
立
テ
教
ヲ
立
テ
其
国
ヲ
治
メ
給
フ
」
の
で
あ
る
か
ら
、
式
部
と
し

て
も
「
吾
国
ノ
ミ
道
ア
リ
テ
異
国
ハ
道
ナ
キ
ト
申
ス
事
ニ
テ
ハ
無
之
」
と
い
う
。
た
だ
し
、
確
か
に
我
国
に
は
「
上
古
ヨ
リ
語
リ
伝
ヘ

候
」
道
が
あ
る
（
以
上
、
三
～
四
頁
）。

其
二
尊
ノ
御
血
脈
万
万
世
迄
相
続
候
故
。
勿
論
不
徳
之
君
モ
有
之
候
故

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
盛
衰
治
乱
モ
有
之
候
ヘ
ト
モ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
冠
雖　
レ

古
不　
レ

加　
レ

足
。
綱

常
立
貫
候
事

0

0

0

0

0

。
真
ニ
天
地
之
宗
子
者
而
。
禅
譲
革
命
ハ
上
古
ヨ
リ
何
事
ト
云
ヲ
知
ラ
サ
ル
国
風
ニ
テ
御
座
候

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
異
国
ノ
解
処
モ
天

出　
二

図
書　
一

而
伏
羲
禹
王
則　
レ

之
。
文
武
周
公
孔
子
ニ
至
リ
其
言
盛
ニ
其
道
具
候
事
。
可　
レ

仰
可　
レ

貴
ト
イ
ヘ
共
。
其
国
ノ
実
ハ
禅
譲
放

0

0

0

0

0

0

0

0

伐
ノ
大
変
ヨ
リ

0

0

0

0

0

0

。
遂
ニ
中
国
夷
狄
之
有
ト
ナ
ル
モ
ノ
。
豈
是
ヲ
以
テ
道
ト
シ
給
ハ
ン
ヤ
。
只
三
綱
五
常
直
立
而
万
古
中
五
ノ
不
動
ヨ

リ
。
泰
伯
文
王
ヲ
至
徳
ト
イ
ヒ
。
武
未　
レ

尽　
レ

善
ニ
テ
。
此
道
不
落　
レ

地
様
ニ
被
存
候
。（
四
頁
、
傍
点
筆
者
以
下
同
じ
）

二
尊
の
血
脈
を
受
け
、
初
代
天
子
天
照
大
神
の
御
子
孫
に
あ
た
る
「
天
人
唯
一
ノ
実
体
」
と
し
て
、
天
皇
は
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
不
徳
の
君

も
居
ら
れ
た
し
、
国
内
は
乱
れ
た
事
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
天
位
は
変
わ
ら
ず
、
三
綱
五
常
は
上
古
を
貫
い
て
い
る
。
故
に
禅
譲
革
命

を
知
ら
ぬ
が
我
が
国
の
「
国
風
」
で
あ
る
。
式
部
は
皇
統
が
神
代
よ
り
「
万
万
世
迄
相
続
」
て
き
た
我
国
の
歴
史
的
事
実
を
「
天
人
唯
一

ノ
実
体
」
で
あ
る
天
皇
の
存
在
か
ら
確
信
し
て
お
り
、
儒
学
の
普
遍
的
な
論
理
が
我
国
の
「
国
風
」
に
適
合
せ
ぬ
事
を
説
い
た
。

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、、、、、、、、、、、

、、、、、、、、、
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対
し
て
漢
土
の
書
物
に
は
伏
羲
、
禹
王
の
聖
代
あ
り
、
文
王
、
武
王
、
周
公
、
孔
子
と
道
を
備
え
た
賢
人
も
い
よ
う
が
、
禅
譲
放
伐
が

行
わ
れ
て
き
た
。
結
果
と
し
て
、
国
は
夷
狄
に
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。
彼
国
の
姿
を
見
て
、
真
に
道
が
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ

し
、
漢
土
で
も
三
綱
五
常
は
不
動
で
あ
る
事
は
、
孔
子
が
泰
伯
と
文
王
を
「
至
徳
」
と
し
、
武
王
を
「
武
未　
レ

尽　
レ

善
」
と
す
る
言
か
ら
も

分
か
る
。
彼
国
の
道
も
地
に
落
ち
た
と
は
言
え
な
い
。
何
故
な
ら
、「
是
垂
加
翁
ノ
各
国
各
自
有　
レ

道
テ
其
道
有　
二

妙
契
者　
一

存
焉
」（
同
前
）

と
、
各
国
に
そ
れ
ぞ
れ
道
が
あ
っ
て
、
禅
譲
や
放
伐
が
時
と
し
て
許
さ
れ
る
漢
土
と
、
そ
れ
を
知
ら
ぬ
「
国
風
」
で
あ
る
我
国
と
の
間
に

相
違
が
あ
ろ
う
と
も
、
本
来
、
人
の
行
う
べ
き
道
は
、
国
が
違
え
ど
通
ず
る
も
の
と
、
闇
斎
の
説
い
た
「
妙
契
」
の
論
を
以
て
、
我
国
の

道
を
弁
じ
た
。

　

対
し
て
、「
久
米
氏
ノ
吾
国
ノ
ナ
リ
ガ
ス
グ
ト
動
ト
御
申
候
ニ
ヨ
ツ
テ
相
考
得
ハ
、
禅
譲
革
命
モ
直
立
而
不　
レ

動
道
ト
御
申
候
意
ト
相
見

ヘ
候
」（
四
～
五
頁
）
と
有
る
如
く
、
普
遍
的
な
る
儒
学
の
教
え
に
立
て
ば
訂
斎
は
君
位
が
動
く
事
は
世
の
常
で
あ
る
か
ら
、
禅
譲
革
命

は
当
然
、
我
国
で
も
起
こ
る
も
の
と
い
う
。

　

式
部
は
訂
斎
の
革
命
論
に
対
し
、「
中
庸
或
問
ニ
禅
譲
革
命
迄
ヲ
中
ト
ツ
メ
ラ
レ
候
ハ
。
中
ノ
字
ヲ
ツ
メ
テ
論
ス
ル
」（
五
頁
）
と
、『
中

庸
或
問
』
に
も
禅
譲
革
命
に
つ
い
て
「
中
」
に
注
視
し
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
や
は
り
「
中
」
に
注
視
し
て
論
ず
る
必
要
が
あ

る）
11
（

だ
ろ
う
と
い
う
。
そ
の
上
で
「
君
臣
大
義
ヲ
以
テ
論
ス
ル
時
ハ
。
万
古
孔
子
ノ
未
ノ
一
字
ガ
綱
常
ノ
立
処
」
と
、「
武
未　
レ

尽　
レ

善
」
の

言
こ
そ
が
、
君
臣
の
大
義
を
論
ず
る
上
で
重
要
と
し
た
上
で
、
尚
斎
に
「
御
教
示
奉
願
候
」
と
乞
う
た
。
最
後
に
、

然
ル
ニ
吾
国
治
世
久
シ
ク
若　
二

孔
子　
一

之
聖
人
無　
二

出
生　
一　

此
道
ヲ
発
明
シ
導　
レ

人
垂　
レ

教
給
フ
人
無
候
歟
。
漸
帝
王
之
実
録
ニ
ヨ
ツ
テ

相
考
候
迄
ニ
テ
候
得
共
。
中
古
迄
ハ
上
古
ノ
風
俗
ニ
テ
道
行
レ
教
モ
立
候
得
共
。
保
元
ノ
乱
ヨ
リ
太
平
記
ノ
乱
ヲ
歴
テ
。
漸
王
室
衰

候
故
。
於　
レ

今
欲　
レ

行　
二

吾
道　
一

者
。
言
可　
レ

則
ナ
ク
。
書
ノ
可　
レ

考
ナ
キ
ヲ
歎
キ
候
処
ニ
。
四
書
六
経
渡
来
。
垂
加
翁
御
出
生
ニ
テ
。
只

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、、

、、、、、、、、、、、、、、、、、
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今
如　
レ

何
ニ
被　
レ

行
候
事
。
則
チ
皆
天
神
ノ
命
ト
被
存
候
。
悉
ク
ハ
吾
国
ノ
風
俗
ニ
不　
レ

叶
処
モ
有
之
候
得
共
。
小
大
学
ノ
教
ヨ
リ
出

処
進
退
治
国
平
天
下
ノ
道
ニ
至
テ
ハ
。
天
ノ
覆
ヒ
地
ノ
載
ル
処
。
如　
レ

此
審
而
且
尽
シ
タ
ル
書
ハ
之
有
間
布
ト
被
存
候
ヘ
ハ
。
今
於　
二

吾
国　
一

志
ア
ル
ノ
士
棄　
レ

之
テ
。
イ
ツ
ク
ニ
ヨ
リ
可　
レ

申
ト
被
存
候
。
故
ニ
不
佞
モ
御
門
下
ニ
連
リ
立　
レ

身
行　
レ

道
度
奉
存
候
。
乍
憚
垂

0

0

0

加
翁
ノ
於　
二

聖
学　
一

挙
テ
不　
二

棄
給　
一

処
モ
。
是
等
ノ
様
ニ
被
存
候
。
然
ヲ
先
生
以　
二

垂
加
翁　
一

不　
レ

得　
二

聖
学
之
薀
奥　
一

ト
被
仰
候
処
。
於　
一

不
佞　
一

未　
レ

安
処
ニ
候
間
。
猶
又
御
教
示
被　
レ

遊
可　
レ

被　
レ

下
奉　
レ

願
候
。（
五
頁
）

　
「
帝
王
之
実
録
」（『
日
本
書
紀
』）
に
拠
り
な
が
ら
、
我
国
の
治
世
の
有
り
様
を
見
る
に
、
中
古
ま
で
は
我
国
の
道
や
教
え
も
立
っ
て
い

た
が
、
保
元
の
乱
に
始
ま
る
戦
乱
に
よ
っ
て
世
は
乱
れ
、
果
て
に
王
室
が
衰
え
る
事
に
な
っ
た
と
嘆
く
。
だ
が
四
書
六
経
が
伝
来
し
、
さ

ら
に
は
「
垂
加
翁
」
こ
と
闇
斎
も
現
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、「
天
神
ノ
命
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

経
書
は
我
国
の
風
俗
に
合
わ
ぬ
所
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
に
記
さ
れ
た
「
出
処
進
退
治
国
平
天
下
ノ
道
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
も

の
に
通
ず
る
と
言
っ
て
、
志
あ
る
者
が
「
天
神
ノ
命
」
の
教
え
を
棄
て
、
彼
国
の
道
を
揚
言
す
る
の
は
何
故
な
の
か
。
儒
学
に
も
励
む
学

徒
と
し
て
式
部
は
尚
斎
に
対
し
、
か
く
の
如
く
問
う
た
。「
今
於　
二

吾
国　
一

志
ア
ル
ノ
士
」
と
は
、
尚
斎
―
訂
斎
へ
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
対
し
て
、
尚
斎
は
以
下
の
如
く
式
部
へ
返
し
て
い
る
。

堯
舜
ニ
禅
譲
ア
リ
湯
武
ニ
放
伐
ア
リ
テ
…
其
孔
子
ノ
口
ヨ
リ
湯
武
革
命
ヲ
順　
二

乎
天　
一

応　
二

乎
人　
一

ト
称
シ
給
ヘ
ハ
。
此
処
微
意
ア
ル
コ

ト
見
ル
ヘ
シ
。
聖
人
ヲ
信
セ
ス
ン
ハ
已
ン
ヌ
矣
。
今
我
邦
幸
ニ
皇
統
万
万
世
カ
ハ
ラ
セ
給
ハ
ヌ
ヲ
主
張
ス
ル
ヨ
リ
。
湯
武
ヲ
主
弑
ノ

賊
ト
云
フ
ノ
徒
ハ
。
挙
テ
歯
牙
ニ
掛
ル
ニ
足
ラ
ス
…
夷
狄
偏
国
ニ
ハ
各
別
ニ
他
ニ
マ
サ
ル
コ
ト
ア
ル
。
猶
蛍
ノ
自
照
ラ
シ
テ
人
ノ
燈

ヲ
待
ニ
マ
サ
リ
。
狐
ノ
能
ク
人
ニ
依
ル
之
類
。
偏
気
ノ
勝
ツ
処
。
一
路
の
明
他
ニ
ス
ク
ル
ル
コ
ト
ア
ル
モ
。
亦
其
理
也
…
豈
区
区
タ

、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、

、、、、、、、、、、、、、、、
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ル
小
道
ニ
心
ヲ
寄
セ
身
ヲ
立
ル
コ
ト
ヲ
セ
ン
ヤ
。（
七
頁
）

　

堯
舜
の
禅
譲
も
湯
武
の
放
伐
も
「
天
命
」
に
従
う
事
で
、
人
心
に
応
じ
た
の
で
あ
る
。
聖
人
の
言
に
よ
れ
ば
君
主
が
流
転
す
る
事
は
、

世
の
常
で
あ
り
、
我
国
を
し
て
そ
れ
は
当
ら
ぬ
と
説
き
、
湯
武
を
悪
人
の
如
く
説
く
者
は
、
話
に
な
ら
な
い
。
皇
統
不
易
を
神
道
に
依
拠

し
て
、
殊
更
に
揚
言
す
る
の
は
、
夷
狄
に
も
優
れ
た
所
が
あ
る
と
言
っ
て
、
蛍
が
人
を
照
ら
し
、
狐
が
人
に
憑
依
す
る
類
の
も
の
を
傲
語

す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
「
小
道
」（
神
道
）
で
は
到
底
身
な
ど
立
て
ら
れ
ぬ
、
と
尚
斎
は
説
い
た
。
か
く
の
如
き
神
道
に

対
す
る
言
説
と
は
、「
日
本
ハ
只
神
道
妙
用
ニ
ナ
ガ
レ
テ
浅
陋
ノ
学
」、「
唯
禰
宜
山
伏
ノ
ナ
リ
ト
ミ
ヘ
、
火
ヲ
忌
テ
願
ヲ
立
テ
、
マ
モ
リ

ヲ
サ
ゲ
ル
、
狐
ヲ
ヲ
ト
ス
ナ
ド
ヽ
云
ヤ
フ
ナ
ル
、
ウ
バ
カ
カ
ノ
云
ヤ
ウ
ナ
ル
事
ヲ
大
事
ト
覚
ユ
ル
、
ミ
ナ
神
ノ
字
ヲ
以
テ
主
ト
ス
ル
ノ
弊

ナ
リ
。
山
崎
先
生
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
此
弊
ヲ
不
免）

1（
（

」
と
、
説
い
た
壮
年
期
に
於
け
る
絅
斎
か
ら
の
感
化
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う）

11
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
式
部
は
反
論
し
た
如
く
で
あ
る
が
そ
の
書
中
、
自
国
を
「
中
国
」
と
称
す
る
事
は
、「
是
絅
斎
先
生
呼
称
弁
ニ
説
給
フ

処
ナ
リ
」（
一
一
頁
）
と
、
尚
斎
が
敬
慕
す
る
絅
斎
の
言
を
掲
げ
、
彼
の
認
識
を
問
う
た
。
以
後
、
尚
斎
の
返
書
は
『
啓
蒙
辨
』
に
は
納

め
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
こ
れ
を
以
て
両
者
は
交
わ
り
を
絶
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
尚
斎
は
自
身
が
、
絅
斎
の
意
を
知
ら
ざ
る
が
如
き
、
挑

発
的
反
論
を
す
る
式
部
に
対
し
て
強
い
憤
り
の
念
を
持
ち
、
返
答
す
る
気
も
失
せ
た
事
が
察
せ
ら
れ
よ
う
。

　

尚
斎
の
学
問
に
不
信
感
を
抱
い
た
式
部
は
、
彼
の
学
問
を
窺
う
べ
く
、
久
米
訂
斎
を
訪
れ
る
。
し
か
し
、
訂
斎
の
返
答
に
納
得
出
来
な

い
式
部
は
尚
斎
と
直
接
、
書
を
交
わ
し
た
。
こ
の
時
、
式
部
は
神
道
に
依
拠
し
な
が
ら
、
我
国
に
於
け
る
禅
譲
放
伐
を
否
定
し
、
尚
斎
―

訂
斎
は
儒
学
専
一
の
立
場
を
堅
持
し
て
、
こ
れ
を
是
と
す
る
。
両
者
の
議
論
は
平
行
線
を
辿
っ
た
。
こ
こ
で
、
注
意
し
た
い
の
は
、
青
年

時
代
の
式
部
が
依
拠
す
る
学
説
と
自
ら
の
立
場
を
如
何
に
自
認
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
次
節
で
は
先
ず
前
者
に
つ
い
て
確

認
し
よ
う
。
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三
、
依
拠
し
た
先
蹤
学
説

　

式
部
が
書
中
で
掲
げ
た
文
言
中
、
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、「
天
神
ノ
命
」
に
関
す
る
説
で
あ
る
。
加
え
て
、
儒
学
方
面
に
つ
い
て
も
、

彼
の
依
拠
し
た
学
説
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、『
論
語
』
八
佾
篇
に
見
え
る
孔
子
の
言
、「
武
未　
レ

尽　
レ

善
」
に
注
目
し
た

い
。
参
考
と
し
て
、
式
部
の
学
問
に
も
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
た）

11
（

絅
斎
の
説
を
確
認
し
よ
う
。

　

絅
斎
は
『
拘
幽
操
師
説
』
に
於
い
て
、

殷
紂
ガ
コ
ト
ハ
誰
知
ラ
ヌ
者
モ
ナ
イ
暴
虐
ノ
天
子
、
ソ
レ
ヲ
天
王
聖
明
ト
ア
リ
、
文
王
ハ
却
テ
臣
罪
当　
レ

誅
ト
ア
ル
ハ
、
カ
イ
ト
ツ

テ
ス
マ
ヌ
コ
ト
ノ
様
ナ
ガ
、
文
王
ノ
心
ヨ
リ
見
レ
バ
、
親
子
一
体
ハ
エ
ヌ
キ
ノ
イ
ト
ヲ
シ
イ
心
ヨ
リ
外
ナ
イ
如
ク
ユ
エ
、
是
ヂ
ヤ
ノ

非
ヂ
ヤ
ノ
ト
ク
ラ
ベ
ル
コ
ト
ハ
ナ
イ
…
順　
二

天
命　
一

応　
二

人
心　
一

ノ
権
道
ヂ
ヤ
ノ
ト
云
フ
ガ
、
此
ノ
心
カ
ラ
ミ
レ
バ
イ
マ
〳
〵
シ
ウ
テ
ド

ウ
モ
ナ
ラ
ヌ
。
コ
ヽ
ガ
文
王
至
徳
ノ
処
ニ
テ
、
武
未　
レ

尽　
レ

善
処
、
天
下
万
世
臣
子
ノ
目
ア
テ
是
ヨ
リ
外
ナ
イ
。（
六
七
五
頁
）

と
す
る
。
ま
た
、
絅
斎
の
講
じ
た
『
論
語
師
説
』（
国
士
舘
大
学
楠
本
文
庫
所
蔵
）
で
は
、「
湯
武
ノ
筋
ガ
ヨ
イ
ト
云
ハ
必
其
身
ハ
君
ヲ
弑

ス
ル
筈
ゾ
」
と
弟
子
ら
に
警
告
し
た
。
右
に
明
ら
か
な
如
く
、
禅
譲
放
伐
を
否
定
す
る
式
部
の
「
武
未　
レ

尽　
レ

善
」
に
対
す
る
解
釈
は
、
闇

斎
―
絅
斎
と
同
様
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
式
部
は
「
武
未　
レ

尽　
レ

善
」
の
説
を
挙
げ
る
前
段
に
、
天
地
開
闢
以
来
、
盛
衰
は
あ
り
な
が
ら
も
、
皇
統
が
万
々
世
ま
で
続
い
て

い
る
我
国
の
「
国
風
」
と
、
聖
人
賢
人
が
生
ま
れ
よ
う
と
も
、
禅
譲
放
伐
を
繰
り
返
す
漢
土
の
「
国
風
」
と
の
相
違
を
示
し
た
。
そ
の
上

で
「
中
」
と
「
君
臣
大
義
」
の
問
題
を
提
起
し
、「
天
神
ノ
命
」
の
大
事
を
説
く
。
こ
こ
で
、
式
部
は
武
王
が
順
じ
た
「
天
命
」
と
は
異
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な
る
「
天
神
ノ
命
」
こ
そ
が
、
我
国
の
「
天
ノ
覆
ヒ
地
ノ
載
ル
」
も
の
で
、「
出
処
進
退
治
国
平
天
下
ノ
道
」
に
通
ず
る
事
を
説
か
ん
と

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
教
え
を
詳
ら
か
に
記
し
た
の
が
、「
帝
王
之
実
録
」（『
日
本
書
紀
』）
で
あ
り
、
四
書
六
経
と
共
に
同
書
を
考
究

し
、
そ
の
教
え
を
示
し
た
の
が
学
祖
闇
斎
に
他
な
ら
な
い
。
上
述
し
た
如
く
、
式
部
か
ら
言
わ
せ
れ
ば
、
闇
斎
の
『
日
本
書
紀
』
考
究
も

ま
た
、「
天
神
ノ
命
」
の
冥
慮
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
闇
斎
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
、「
天
神
ノ
命
」
と
「
中
」
の
説
と

は
如
何
で
あ
っ
た
か
。
曰
く
、

者
、
以　
二

其
徳　
一

称　
レ

君
、
而
表　
二

君
臣
合
体
守　
レ

中
之
道　
一

以
号　
二

中
臣
祓　
一

者
也
。（『
風
水
草
』『
神
道
大
系　

垂
加
神
道
』
上
、
神
道

大
系
編
纂
会
、
昭
和
五
十
九
年
所
収
、
五
頁
）

　

闇
斎
は
天
御
中
主
尊
よ
り
万
物
に
命
の
根
源
で
あ
る
「
心
神
」
は
賜
る）

11
（

と
い
う
伊
勢
神
道
の
神
学
を
承
け
て
い
た
が
、「
心
神
」
を
し

て
、
こ
こ
で
は
「
中
」
と
し
て
お
り
、「
君
臣
之
徳
」
と
し
た
。
君
は
御
自
身
の
責
務
と
し
て
、「
中
」（
君
徳
）
を
守
る
事
で
「
中
」
を

遺
憾
な
く
発
揮
せ
ら
れ
る
。
故
に
、「
中
」
即
「
君
」
で
あ
る
。
臣
下
は
自
ら
の
「
中
」（「
君
」）
を
御
護
り
す
る
事
で
、
自
ら
の
「
中
」

を
発
揮
し
た
事
と
な
る
。
式
部
の
師
若
林
強
斎
は
「
中
」
を
し
て
、

中
ト
云
ハ
、
神
道
者
ハ
動
カ
ヌ
コ
ト
ヲ
見
テ
、
ア
ソ
コ
ニ
一
ツ
ウ
ゴ
カ
ヌ
本
然
ノ
本
体
ガ
ア
ル
、
ソ
レ
ヲ
中
ト
云
コ
ト
ゾ
、
儒
者
ノ

0

0

0

云
中
モ
、
丁
度
イ
ヤ
ト
モ
ヲ
ウ
ト
モ
云
レ
ヌ
、
タ
ヾ
中
ノ
コ
ト
ヲ
云
ヘ
バ
、
ア
レ
ガ
ソ
コ
ニ
ソ
フ
ナ
フ
テ
叶
ハ
ヌ
、
動
ヌ
所
ア
ル
カ

ラ
ゾ
0

0

、
何
ゾ
カ
ハ
ル
コ
ト
ガ
有
フ
ハ
ヅ
ガ
ナ
イ
、
カ
ハ
レ
バ
ド
チ
ラ
ゾ
ガ
ソ
デ
ナ
イ
ゾ
、
ソ
レ
デ
神
道
ハ
儒
書
ヲ
シ
ラ
ン
ニ
ヨ
リ
テ

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

嘉
聞　
レ

之
。
中
者
、
天
御
中
主
尊
之
中
、
此
為　
二

君
臣
之
徳　
一

。
此
祓
、
述　
二

君
在　
レ

上
治　
レ

下
、
臣
在　
レ

下
奉　
　一
レ

上
。
而
不　
レ

号　
二

君
臣
祓　
一
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ソ
デ
ナ
イ
ト
云
、
儒
者
ハ
神
道
ヲ
知
ラ
ヌ
ニ
ヨ
リ
テ
ソ
デ
ナ
イ
ト
云
ゾ
、（「
望
楠
所
聞　

乾
」
金
本
正
孝
編
『
強
斎
先
生
語
録
』
渓

水
社
、
平
成
十
三
年
所
収
、
五
六
～
五
七
頁
）

　
「
中
」（「
心
神
」）
と
は
不
動
で
あ
る
が
、
本
来
は
儒
学
に
於
け
る
「
中
」
も
不
動
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
参
考
と
な
る
の
が
、

以
下
の
言
で
あ
る
。

文
王
ノ
拘
幽
操
ガ
神
道
ノ
至
極
ゾ
、
桀
紂
ガ
様
ナ
者
有
フ
様
ハ
ナ
イ
ガ
、
ソ
レ
（
ガ
）
真
実
ニ
イ
ト
フ
シ
イ
ト
云
デ
ナ
ケ
レ
バ
、
道

ハ
語
ラ
レ
ヌ
ゾ
…
唐
ノ
書
尊
バ
フ
ト
天
竺
ノ
書
学
バ
フ
ト
、
真
モ
ノ
ト
云
モ
ノ
、
コ
レ
ガ
大
和
魂
ゾ
、（
同
前
、
一
一
頁
）

　

強
斎
は
臣
と
し
て
の
分
を
全
う
し
た
文
王
と
そ
の
姿
を
記
し
た
『
拘
幽
操
』
を
し
て
、「
神
道
ノ
至
極
ゾ
」
と
し
た
。
そ
の
所
以
こ
そ
、

「
中
」
で
あ
る
。
漢
土
の
先
哲
で
は
あ
る
が
、
文
王
は
自
身
の
「
中
」（「
天
命
」）
を
全
う
し
、「
イ
ト
ヲ
シ
イ
心
」（『
拘
幽
操
師
説
』）
で

紂
王
に
忠
義
を
尽
く
し
た
。
こ
こ
に
文
王
の
「
至
徳
」
た
る
所
以
が
あ
り
、
武
王
の
「
未　
レ

尽　
レ

善
」
事
が
明
瞭
と
な
ろ
う
。
漢
土
に
於
い

て
も
、
文
王
の
如
く
臣
と
し
て
の
不
動
な
る
「
天
命
」（「
中
」）
を
守
っ
た
先
哲
は
居
り
、
そ
の
代
表
的
人
物
こ
そ
、
浅
見
絅
斎
に
よ
る

大
著
『
靖
献
遺
言
』
に
列
せ
ら
れ
た
忠
臣
八
人
で
あ
っ
た
。

　

一
方
で
「
天
命
」
の
哲
理
と
は
臣
の
分
を
越
え
、
禅
譲
放
伐
に
よ
る
革
命
も
時
に
許
さ
れ
る
事
も
ま
た
必
定
で
あ
っ
た
。
故
に
漢
土
に

於
い
て
、「
君
臣
大
義
」
と
帝
位
と
は
常
に
不
安
定
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
哲
理
は
日
本
の
「
中
」（「
心
神
」）
に
は
通
用
し
な
い
。
強

斎
に
よ
れ
ば
、「
中
」
の
ま
ま
に
生
き
る
者
こ
そ
、
仮
令
、
儒
者
で
あ
ろ
う
と
、
僧
侶
で
あ
ろ
う
と
「
大
和
魂
」
を
堅
持
し
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
。
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『
靖
献
遺
言
』
に
つ
い
て
附
言
す
れ
ば
、
式
部
も
「
天
命
」
に
よ
っ
て
、
忠
孝
一
致
に
努
め
た
先
哲
の
姿
か
ら
は
多
大
な
影
響
を
受
け

て
い
た）

11
（

。
同
書
の
内
容
を
熟
知
す
る
式
部
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
の
如
き
先
哲
が
、「
聖
学
」
発
祥
の
地
で
あ
る
漢
土
に
於
い
て
実
は

稀
な
存
在
で
あ
り
、「
其
国
ノ
実
ハ
禅
譲
放
伐
ノ
大
変
ヨ
リ
。
中
国
夷
狄
之
有
ト
ナ
ル
モ
ノ
。
豈
是
ヲ
道
ト
シ
給
ハ
ン
ヤ
」
と
喝
破
出
来

た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、『
啓
蒙
辨
』
に
見
え
る
漢
土
と
我
国
を
比
較
し
つ
つ
、
我
国
の
道
を
説
く
論
法
と
し
て
参
考
と
な
る
の
は
、
式
部
の
兄
弟
子
松

岡
雄
淵
に
よ
る
『
日
本
玉
霊
』（
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
所
蔵
、
読
点
筆
者
）
の
「
神
道
」
条
で
あ
る
。

湯
武
ニ
至
テ
ハ
一
向
天
君
ヲ
ヒ
ヅ
メ
テ
勿
論
其
同
姓
一
族
ノ
賢
者
ヲ
モ
取
立
ズ
、
自
ラ
帝
位
ニ
即
テ
四
海
ヲ
治
ル
、
是
天
命
ヲ
カ
コ

ツ
ケ
位
ヲ
竊
メ
ル
乱
心
也
、
然
レ
バ
聖
人
ト
云
ヘ
ル
モ
日ヤ

マ
ト本

魂タ
マ
シ
イカ

ラ
見
レ
バ
乱
賊
ノ
棟
梁
也
、

彼
国
で
は
「
中
」（「
天
命
」）
に
「
カ
コ
ツ
ケ
」
て
君
を
放
伐
す
る
事
は
是
認
せ
ら
れ
る
が
、「
日ヤ

マ
ト本

魂タ
マ
シ
イ」

か
ら
見
れ
ば
、
湯
武
な
ど
聖

人
に
非
ず
、「
乱
賊
ノ
棟
梁
也
」
と
、
説
明
す
る
。
そ
う
し
て
、

彼
ガ
説
処
ノ
義
理
ハ
皆
中
庸
ガ
至
極
ニ
シ
テ
…
禅
譲
放
伐
モ
変
ナ
リ
ノ
中
庸
ジ
ヤ
ト
ツ
メ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
、
ア
ノ
様
ナ
道
ハ
我
国
デ
道

ト
ハ
云
ヌ
、
我
邦
中
臣
之
道
ト
申
ス
ハ
中
ハ
君
ノ
コ
ト
、
臣
ハ
臣
下
万
民
ノ
コ
ト
…
君
臣
一
度
開
ケ
分
レ
テ
、
吾
天
君
ノ
位
ノ
カ
ハ

ラ
ザ
ル
ハ
万
国
ノ
統
宗
ナ
レ
バ
ナ
リ
…
又
異
端
ト
云
ヘ
ト
モ
此
君
ヲ
貴
ビ
宝
祚
長
久
ヲ
祈
リ
奉
ル
者
ハ
反
テ
我
国
ノ
一
物
也
、
只
ア

ケ
ク
レ
、
ネ
テ
モ
サ
メ
テ
モ
君
ハ
千
代
ニ
世
〳
〵
ト
祝
シ
奉
ル
ヨ
リ
外
、
我
国
ニ
生
レ
シ
人
ノ
魂
ハ
無
筈
也
、
吾
常
ニ
此
道
ニ
志
ス

人
ニ
只
此
日
本
魂
ヲ
失
ヒ
玉
フ
ナ
ト
只ヒ

タ

管ス
ラ

教
ル
ハ
此
故
也
、
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前
半
部
は
漢
土
の
「
中
」（「
天
命
」）
と
我
国
の
「
中
」（「
君
」）
を
説
き
、
後
半
部
は
強
斎
の
師
説
に
倣
い
、「
異
端
ト
云
ヘ
ト
モ
」、

君
の
宝
祚
長
久
を
祈
る
者
と
は
、「
日
本
魂
」
を
堅
持
し
て
い
る
と
し
た）

11
（

。「
日
本
魂
」（「
中
」「
心
神
」）
を
実
践
、
発
揮
す
る
事
で
、「
君

臣
大
義
」
は
守
ら
れ
よ
う
。

　

神
儒
を
学
ぶ
式
部
は
か
よ
う
な
先
輩
の
論
法
を
も
受
け
た
上
で
、
儒
者
が
普
遍
的
と
説
く
「
天
命
」
と
そ
れ
に
基
づ
く
流
行
の
論
理

は
、「
天
神
ノ
命
」
を
受
け
る
日
本
に
は
当
た
ら
ず
、
禅
譲
放
伐
も
「
上
古
ヨ
リ
何
事
ト
云
ヲ
知
ラ
サ
ル
国
風
」
と
説
く
の
で
あ
っ
た
。

か
く
の
如
き
我
が
「
国
風
」
を
醸
成
し
た
の
が
、
皇
統
が
神
代
よ
り
「
万
万
世
迄
相
続
」
い
て
き
た
歴
史
で
あ
り
、
そ
れ
を
示
す
の
が

「
天
人
唯
一
ノ
実
体
」
で
あ
る
天
皇
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
歴
史
を
一
貫
し
て
、
君
臣
共
に
つ
つ
し
み
な
が
ら
、
自
ら
の
「
中
」（「
天
神

ノ
命
」「
日
本
魂
」）
を
護
り
続
け
て
き
た
事
で
、「
天
位
」
は
不
易
な
る
事
を
式
部
は
確
信
し
な
が
ら
、
論
争
に
臨
ん
で
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

論
争
に
際
し
て
窺
え
る
式
部
の
依
拠
し
た
で
あ
ろ
う
神
儒
の
学
説
を
検
す
る
に
、
山
崎
闇
斎
―
正
親
町
公
通
―
玉
木
正
英
―
松
岡
雄
淵

と
継
承
さ
れ
て
き
た
神
道
に
対
す
る
見
識
と
共
に
、
闇
斎
―
浅
見
絅
斎
―
若
林
強
斎
と
師
道
継
承
さ
れ
た
儒
学
の
素
養
に
基
づ
い
て
い
た

事
が
分
か
る
。
最
後
に
、
彼
の
居
た
環
境
も
踏
ま
え
つ
つ
、『
啓
蒙
辨
』
に
見
ら
れ
る
時
勢
観
を
検
討
し
、
彼
自
身
の
学
統
意
識
を
明
ら

か
に
し
よ
う
。

四
、
青
年
時
代
に
於
け
る
式
部
の
時
勢
観
と
学
統
認
識

　

前
掲
し
た
『
啓
蒙
辨
』
に
見
え
る
時
勢
観
を
再
度
掲
げ
る
と
、

「
其
二
尊
ノ
御
血
脈
万
万
世
迄
相
続
候
故
。
勿
論
不
徳
之
君
モ
有
之
候
故
。
盛
衰
治
乱
モ
有
之
候
ヘ
ト
モ
。
冠
雖　
レ

古
不　
レ

加　
レ

足
。
綱
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常
立
貫
候
事
」

国
史
上
、「
不
徳
之
君
」
も
あ
り
、「
盛
衰
治
乱
」
が
あ
っ
た
事
実
を
述
べ
、
或
い
は
、

「
中
古
迄
ハ
上
古
ノ
風
俗
ニ
テ
道
行
レ
教
モ
立
候
得
共
、
保
元
ノ
乱
ヨ
リ
太
平
記
ノ
乱
ヲ
歴
テ
。
漸
王
室
衰
候
故
」

保
元
平
治
の
乱
か
ら
、
南
北
朝
の
騒
乱
を
経
て
「
王
室
衰
候
」
と
な
っ
た
事
を
説
く
。
青
年
時
代
か
ら
式
部
は
、
確
か
に
「
御
血
脈
万
万

世
迄
相
続
」
け
ど
も
、
中
古
以
降
、
朝
廷
の
不
徳
に
よ
り
国
が
乱
れ
、
武
家
の
台
頭
を
許
し
、
結
果
、「
王
室
衰
候
」
に
至
っ
た
と
い
う

時
勢
観
を
抱
い
て
い
た
事
が
分
か
る
。

　

青
年
時
代
の
竹
内
式
部
が
神
道
は
も
と
よ
り
、「
垂
加
翁
ノ
於　
二

聖
学　
一

挙
テ
不　
二

棄
給　
一

」
と
い
う
学
者
と
し
て
の
姿
勢
を
養
っ
た
の
は
、

望
楠
軒
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
青
年
時
代
の
式
部
が
抱
く
時
勢
観
に
同
学
派
の
与
え
た
影
響
は
如
何
で
あ
っ
た
か
。

　

梅
津
共
軒
の
問
目
に
若
林
強
斎
が
答
え
た
『
答　
二

梅
津
某
問
目　
一

』（『
神
道
大
系　

垂
加
神
道
（
下
）』
所
収
）
に
於
い
て
、
強
斎
は

「
此
時
王
室
衰
弱
。
諸
侯
強
盛
」（
三
九
〇
頁
）
と
、「
王
室
衰
弱
」
を
嘆
い
た
。
か
よ
う
な
時
勢
観
を
抱
く
強
斎
は
時
の
朝
廷
を
し
て
、

余
リ
ニ
天
孫
綿
々
ト
シ
テ
不　
レ

絶
コ
ト
ヲ
云
フ
ト
テ
、
今
ノ
神
道
者
ナ
ド
云
者
ガ
、
我
国
ハ
神
国
ヂ
ヤ
ニ
ヨ
ツ
テ
其
筈
ヂ
ヤ
ト
云
ガ
、

是
ハ
愚
カ
ナ
コ
ト
ニ
テ
候
。
丁
度
、
愛
岩（

宕
）ノ

札
ヲ
ハ
ツ
テ
我
家
ハ
焼
ヌ
ハ
ヅ
ヂ
ヤ
ト
云
ニ
同
ジ
ク
候
。
イ
ヅ
ク
ン
ゾ
湯
、
武
ア
ラ
ザ

ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ン
ヤ
。
…
前
ニ
モ
云
通
リ
、
我
国
ノ
自
慢
ト
云
ハ
、
衰
ヘ
タ
リ
ト
云
ヘ
ド
モ
、
幸
ニ
御
血
脈
ガ
タ
ヱ
イ
デ
、
唐
ノ
堯

舜
ノ
受
禅
、
湯
武
ノ
放
伐
ノ
如
ク
ナ
ル
コ
ト
ナ
イ
ト
云
迄
デ
コ
ソ
ア
レ
、
今
日
デ
ハ
本
願
寺
ノ
勢
ホ
ド
ニ
モ
ナ
キ
王
室
ヲ
イ
カ
メ
シ



156竹内式部の学問形成について

ク
云
モ
、
片
腹
痛
ク
候
。（『
雑
話
筆
記
』
四
頁
）

　

皇
統
は
平
々
凡
々
に
伝
わ
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
。
幸
い
に
し
て
堯
舜
の
禅
譲
、
湯
武
の
放
伐
の
如
く
、
血
脈
が
絶
え
て
は
い
な
い

が
、
今
の
朝
廷
（「
王
室
」）
は
本
願
寺
に
比
し
て
も
、
衰
え
て
い
る
で
は
な
い
か
。
強
斎
は
世
上
を
憂
い
つ
つ
、
観
念
論
（「
愛
宕
ノ
札

ヲ
ハ
ツ
テ
我
家
ハ
焼
ヌ
ハ
ヅ
ヂ
ヤ
」）
を
斥
け
、
皇
統
を
途
絶
え
さ
せ
る
事
の
無
い
様
に
、
君
臣
共
に
不
断
の
努
力
に
努
め
る
べ
き
事
を

説
く
。
か
く
の
如
き
、
強
斎
の
時
節
観
に
基
づ
い
た
学
風
を
端
的
に
示
す
も
の
は
、
同
学
の
廣
木
忠
信
が
歿
し
、
祭
壇
を
設
け
て
忠
信
の

霊
に
対
し
告
げ
ら
れ
た
「
悲　
レ

今
慕　
レ

古
」（「
祭　
二

廣
木
忠
信　
一

文
」
同
前
所
収
、
四
五
七
頁
）
の
念
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
浅
見
絅
斎
―
強
斎

と
継
承
・
発
展
せ
ら
れ
た
望
楠
軒
の
学
風
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

そ
の
強
斎
が
称
美
し
た
書
物
の
一
つ
に
、
栗
山
潜
鋒
に
よ
っ
て
著
わ
さ
れ
た
『
保
建
大
記
』
が
あ
る）

11
（

。
同
書
は
保
元
平
治
の
乱
を
論

じ
、
朝
廷
衰
微
、
道
義
衰
廃
の
根
本
的
要
因
が
朝
廷
の
不
徳
、
失
徳
に
あ
り
と
し
、
天
皇
と
公
家
に
対
し
、
国
を
治
め
る
も
の
と
し
て
修

徳
の
大
事
を
説
い
た
書
で
あ
っ
た
。
強
斎
は
同
書
を
し
て
、「
天
晴
ノ
書
ナ
リ）

11
（

」
と
評
し
て
い
る
が
、
式
部
も
ま
た
、「
義
理
を
解
し
候
ニ

ハ
手
短
」
な
書
で
あ
る
と
同
時
に
、「
先
師
」
こ
と
、
強
斎
が
「
被　
レ

用
候
書
故
」
に
、
門
人
に
同
書
を
教
授
し
た
と
い
う
（『
糾
問
次
第
』

三
三
頁
）。
で
は
、
式
部
は
何
故
、
同
書
を
し
て
「
義
理
を
解
し
候
ニ
ハ
手
短
」
と
感
じ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
彼
の
居
た
環
境
が
大
き
く

作
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

上
述
し
た
如
く
、
式
部
が
最
終
的
に
仕
え
る
事
と
な
っ
た
、
徳
大
寺
家
の
「
日
に
衰
へ
」
た
有
様
に
彼
は
触
れ
て
い
た
。
式
部
は
望
楠

軒
で
承
け
た
、「
悲
今
」
の
実
態
を
こ
こ
で
目
前
と
す
る
。
ま
た
、「
日
に
衰
へ
」
て
い
た
の
は
何
も
徳
大
寺
家
に
限
ら
ず
、
他
の
堂
上
方

も
同
様
で
あ
り
、
畢
竟
、「
本
願
寺
ノ
勢
ホ
ド
ニ
モ
ナ
キ
王
室
」（「
王
室
衰
弱
」・「
王
室
衰
候
」）
で
あ
っ
た
。
か
よ
う
な
実
態
を
知
る
事

で
、
式
部
は
そ
の
根
本
的
要
因
を
『
保
建
大
記
』
の
内
容
か
ら
痛
感
し
、
結
果
「
義
理
を
解
し
候
ニ
ハ
手
短
成
」
る
書
と
感
じ
入
っ
た
の
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で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
し
て
、
論
争
相
手
は
「
禅
譲
革
命
モ
直
立
而
不　
レ

動
道
」
と
強
弁
し
て
お
り
、
絅
斎
は
か
よ
う
な
者
を
し
て
「
必

其
身
ハ
君
ヲ
弑
ス
ル
筈
ゾ
」
と
警
告
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
者
を
相
手
に
論
争
を
交
わ
す
式
部
に
と
っ
て
も
、
強
斎
同
様
、「
天
孫

綿
々
ト
シ
テ
不　
レ

絶
」
と
は
、
余
り
に
楽
観
的
な
認
識
で
あ
り
、
無
批
判
に
断
言
す
る
事
は
出
来
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
し
た
式
部
の
心
情
は
「
不
徳
之
君
モ
有
」
っ
て
、
国
土
は
「
盛
衰
治
乱
」
に
至
り
「
保
元
ノ
乱
」
を
経
て
、「
太
平
記
ノ
乱
」
が

あ
っ
た
国
史
上
の
事
実
を
『
啓
蒙
辨
』
で
例
示
し
た
事
に
顕
れ
て
い
る
。
式
部
は
望
楠
軒
の
学
風
（「
悲
今
慕
古
」）
や
、『
保
建
大
記
』

の
教
え
を
承
け
、
さ
ら
に
「
日
に
衰
へ
」
た
公
家
を
目
前
と
す
る
環
境
下
に
居
た
事
で
、
彼
の
時
勢
観
（「
王
室
衰
候
」）
は
形
成
さ
れ
た

事
が
考
え
ら
れ
る
。

　

か
く
の
如
く
、
望
楠
軒
で
学
問
の
根
本
を
鍛
え
上
げ
た
式
部
の
下
に
は
、
延
享
三
（
一
七
四
六
）
年
よ
り
自
ら
が
仕
え
る
徳
大
寺
実
憲

の
息
男
公
城
が
入
門
し
、
本
格
的
に
公
家
へ
の
講
義
活
動
を
始
め
る
。
式
部
は
公
城
へ
『
伝
目
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
徳
大
寺
家

本
）
を
下
し
、
こ
れ
に
そ
っ
て
伝
授
を
行
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
事
が
同
所
に
蔵
せ
ら
れ
て
い
る
『
諸
伝
』
三
冊
か
ら
も
分
か
る
。
同
時
期

に
地
下
の
門
人
に
伝
え
て
い
た
『
日
蔭
草
』
と
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
で
あ
る
が
、『
諸
伝　

二
重
』
の
「
日
之
少
宮
之
伝
」
に
は
『
日
蔭
草
』

に
は
見
え
な
い
注
意
す
べ
き
記
述
が
見
え
る
。
以
下
に
掲
げ
る
と
（
読
点
筆
者
）、

古
カ
ラ
神
道
ノ
葬
礼
ハ
遷
宮
ノ
式
ノ
如
ト
シ
テ
形
ハ
滅
シ
テ
モ
其
神
霊
ハ
ド
コ
ヘ
モ
イ
カ
フ
様
ハ
ナ
イ
、
イ
ツ
マ
テ
モ
一
ツ
存
ス
ル

ソ
、
絅
斎
先
生
ヘ
去
者
カ
三
浦
荒ア

ラ

二
郎
カ
モ
魂
カ
劣
ル
ト
云
、
惣
体
ア
ノ
様
ナ
者
モ
七
十
五
日
ト
云
テ
ソ
レ
過
レ
ハ
出
タ
モ
ノ
ジ
ヤ

ガ
、
荒
二
郎
斗
ハ
久
フ
出
ル
ト
云
コ
ト
ヲ
尋
タ
レ
ハ
絅
斎
ノ
答
ニ
天
地
間
ニ
三
浦
荒
二
郎
ト
云
コ
ト
ヲ
知
タ
タ
ケ
ハ
出
ヤ
フ
ト
申
タ

リ
、
是
知
タ
ト
云
ハ
理
、
理
ジ
ヤ
ニ
ヨ
ツ
テ
ソ
コ
ヘ
気
カ
集
ル
ソ
、
去
ニ
ヨ
ツ
テ
随
分
究
理
ノ
学
問
ヲ
シ
テ
理
カ
明
ニ
ナ
レ
ハ
、
イ

ツ
マ
テ
モ
其
気
カ
生
ヽ
ス
ル
、

、、、、、、、、、、   

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、、
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「
絅
斎
先
生
」
に
よ
れ
ば
、
門
人
の
三
浦
荒
二
郎
な
る
者
が
歿
し
、
七
十
五
日
を
過
ぎ
た
頃
、
荒
二
郎
の
神
霊
が
現
わ
れ
た
と
い
う
。

右
の
記
述
は
式
部
が
「
日
之
少
宮
之
伝
」
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
く
伝
え
る
為
、
先
輩
ら
に
聞
い
た
で
あ
ろ
う
話
を
例
示
し
て
説
い
た
個

所
で
あ
る
が
、
式
部
は
強
斎
の
師
絅
斎
を
し
て
、「
絅
斎
先
生
」
と
敬
称
を
用
い
て
呼
ん
で
い
た
。

　

前
掲
し
た
尚
斎
の
反
論
に
対
す
る
式
部
の
返
書
に
も
、「
絅
斎
先
生
呼
称
弁
ニ
説
給
フ
処
ナ
リ
」
と
、
絅
斎
の
『
呼
称
辨
』
に
よ
り
な

が
ら
主
張
し
て
お
り
、
最
初
に
送
っ
た
尚
斎
へ
の
書
簡
か
ら
八
年
降
る
が
、
延
享
三
（
一
七
四
六
）
年
五
月
十
八
日
付
の
久
米
訂
斎
宛
式

部
書
状
に
も
、「
山
崎
先
生
絅
斎
先
生
」
が
説
か
れ
た
様
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
道
が
あ
り
、
式
部
は
そ
れ
が
我
が
国
で
は
神
道
で
あ
る

事
を
弁
じ
て
い
る
（『
啓
蒙
辨
』
一
四
頁
）。
こ
の
如
く
、
式
部
は
書
と
し
て
も
、
ま
た
口
頭
で
行
う
伝
授
の
際
に
も
、
絅
斎
を
し
て
「
先

生
」
と
敬
称
を
附
し
て
い
た
。
こ
れ
は
絅
斎
の
存
在
が
式
部
の
慕
う
「
先
師
」
強
斎）

11
（

の
師
と
い
う
関
係
性
に
よ
る
所
が
大
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、『
啓
蒙
辨
』
を
纏
め
た
式
部
門
弟
は
跋
文
（
一
六
頁
）
に
て
、
以
下
の
様
に
記
し
て
い
る
。

我
羞
斎
翁
。
初
メ
三
宅
重
固
ニ
経
義
ヲ
問
侍
ル
時
。
重
固
翁
ノ
神
書
ヲ
学
ベ
ル
ヲ
非
ト
シ
テ
。
一
夜
重
固
及
順
利
（
筆
者
注
―
久
米

訂
斎
）
ト
コ
レ
ヲ
議
論
ス
。
然
モ
ト
モ
ド
モ
不　
レ

尽
シ
テ
後
此
往
復
之
書
ニ
及
ヘ
リ
。
翁
言
ヲ
尽
シ
誠
ヲ
述
ル
ト
イ
ヘ
ト
モ
。
二
人

ノ
者
不　
二

允
容　
一

。
就
中
順
利
カ
後
ノ
答
ニ
ア
リ
テ
ハ
。
言
語
ノ
上
ノ
ミ
ニ
シ
テ
。
鄙
陋
可　
レ

笑
ノ
甚
キ
モ
ノ
ナ
リ
。
柳
翁
論
辨
。
先

賢
未
発
ノ
格
言
ニ
シ
テ
。
我
国
学
ニ
功
ア
ル
。
禹
孟
ノ
下
ニ
ア
ラ
ス
。
嘗
テ
我
友
源
大
納
言
敏
通
卿
名　
二

之
于
啓
蒙
辨　
一

ト
イ
ヘ
ル
モ

真
ナ
ル
哉
。
嗚
呼
重
固
慕　
二

垂
加
翁
之
聖
学　
一

テ
。
其
精
力
ヲ
尽
セ
ル
国
学
ニ
於
テ
ハ
。
異
端
ヲ
以
テ
見　
レ

之
。
買　
レ

櫝
テ
玉
ヲ
反
ス
モ

ノ
。
必
ス
自
ラ
知
ル
処
ニ
シ
テ
不　
レ

考
。
遂
我
国
ノ
罪
人
ト
ナ
ル
。
不
知
之
甚
者
也
。
然
ハ
彼
ガ
聖
学
ニ
於
テ
モ
。
蘊
奥
深
味
ヲ
窮

ム
ト
云
フ
ヘ
ケ
ン
ヤ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権　

大　

納　

言　

公　

城
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公
城
は
尚
斎
が
闇
斎
の
下
で
、
直
に
「
聖
学
」（
儒
学
）
を
受
け
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
儒
学
に
於
い
て
も
、
闇
斎
の
学
を
正
確
に
承
け

る
事
の
出
来
な
か
っ
た
人
物
と
し
て
お
り
、
こ
の
事
か
ら
、「
羞
斎
翁
」
と
翁
に
学
ぶ
自
分
達
は
学
祖
の
「
聖
学
ニ
於
テ
モ
。
蘊
奥
深
味

ヲ
」
知
る
者
、
と
自
認
し
て
い
た
事
が
窺
え
る
。
式
部
門
弟
の
学
統
認
識
と
は
、
彼
ら
を
起
点
に
遡
れ
ば
、
神
道
は
式
部
―
玉
木
正
英
―

正
親
町
公
通
―
山
崎
闇
斎
で
あ
り
、「
聖
学
」
に
於
い
て
は
、
式
部
―
強
斎
―
絅
斎
―
闇
斎
と
な
る
。
か
よ
う
な
認
識
は
式
部
自
身
の
学

統
認
識
を
継
承
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
そ
の
学
脈
に
位
置
す
る
者
は
、
神
道
と
共
に
「
垂
加
翁
ノ
於　
二

聖
学　
一

挙
テ
不　
二

棄
給　
一

」（
神
儒
兼
学
）
事
を
旨
と
す
る
者
で
、

そ
の
学
脈
に
連
な
る
式
部
は
神
儒
兼
学
こ
そ
が
学
祖
の
真
意
で
あ
る
事
を
確
信
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
式
部
は
自
身
が
闇
斎

―
絅
斎
―
強
斎
に
連
な
る
者
と
し
て
の
自
負
を
持
ち
、
先
輩
で
あ
る
尚
斎
―
訂
斎
に
対
し
て
、
学
祖
の
示
し
た
真
意
（
神
儒
兼
学
）
が
理

解
出
来
て
い
な
い
事
を
、「
先
師
」
に
倣
う
様）

1（
（

に
し
て
、
憚
る
事
無
く
弁
じ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
こ
の
論
争
は
小
野
鶴
山
の
問
題
視
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
式
部
は
「
義
絶
」
に
処
さ
れ
た
。
青
年
時
代
の
式
部
に
望
楠
軒
が

与
え
た
影
響
は
大
で
あ
り
、
彼
に
と
っ
て
望
楠
軒
か
ら
の
「
義
絶
」
と
は
、
青
天
の
霹
靂
で
あ
っ
た
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。
抑
々
、
式

部
の
学
風
と
望
楠
軒
と
の
間
に
根
本
的
な
相
違
点
は
無
く）

11
（

、「
義
絶
」
に
処
し
た
鶴
山
そ
の
人
も
、
式
部
の
学
風
を
問
題
視
し
た
の
で
は

な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
少
壮
な
る
式
部
は
思
い
の
先
行
す
る
余
り
、
闇
斎
の
真
意
が
神
儒
兼
学
で
あ
る
事
を
、
上
下
の
分
を
憚
ら
ず
、
先
輩
で
あ
る

尚
斎
―
訂
斎
に
対
し
、
強
弁
し
た
。
論
争
相
手
の
一
人
、
尚
斎
は
仮
令
、
神
道
を
斥
け
よ
う
と
も
、
絅
斎
に
対
す
る
敬
慕
の
念
は
望
楠
軒

や
式
部
に
も
劣
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
、
鶴
山
も
よ
く
こ
れ
を
承
知
し
て
い
た
事
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
尚
斎
の
意
思
を
尊
重
せ
ず
、
彼
の
非

を
一
方
的
に
弁
ず
る
式
部
の
態
度
に
対
し
、
鶴
山
は
「
敬
」
を
欠
い
た
も
の
で
、
看
過
出
来
ず
、「
義
絶
」
の
悲
劇
を
招
く
に
至
っ
た
。

　

以
上
の
如
く
、
青
年
時
代
の
式
部
は
神
儒
兼
学
の
み
な
ら
ず
、
時
勢
観
（「
王
室
衰
弱
」）
に
於
い
て
も
、
望
楠
軒
の
学
風
（「
悲
今
慕
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古
」）
を
承
け
る
も
の
で
あ
っ
た
事
が
分
か
る
。
若
き
日
に
養
わ
れ
た
式
部
の
時
勢
観
と
は
、
基
本
的
に
大
き
く
変
わ
る
事
は
無
か
っ
た）

11
（

。

そ
う
し
た
時
勢
観
を
公
家
も
承
け
る）

11
（

事
で
、
後
に
朝
廷
を
揺
る
が
す
思
想
的
背
景
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
宝
暦
事
件
を
見

る
上
で
閑
却
出
来
な
い
。

　

そ
の
式
部
の
学
統
認
識
と
は
、
山
崎
闇
斎
―
浅
見
絅
斎
―
若
林
強
斎
に
連
な
る
も
の
と
自
負
し
て
い
た
事
が
分
か
る
。
こ
の
学
脈
に
伝

わ
る
神
儒
兼
学
こ
そ
が
、
学
祖
の
真
意
で
あ
る
と
い
う
信
念
の
も
と
、
少
壮
な
る
式
部
は
先
輩
で
あ
っ
て
も
憚
る
事
無
く
尚
斎
ら
に
対

し
、
論
争
を
挑
む
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　

上
京
後
、
竹
内
式
部
は
母
や
妻
の
支
え
も
あ
っ
て
、
若
林
強
斎
、
玉
木
正
英
、
松
岡
雄
淵
の
下
で
学
問
に
沈
潜
し
た
。
着
実
に
修
学
を

進
め
た
式
部
は
、
や
が
て
正
親
町
家
を
介
し
て
徳
大
寺
実
憲
と
接
触
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
後
、
彼
は
嘗
て
学
ん
だ
久
米
訂
斎
と
山
崎
闇
斎
の
直
門
三
宅
尚
斎
を
相
手
に
神
儒
論
争
を
交
わ
す
。
こ
の
時
、
式
部
は
神
儒
兼
学

の
立
場
か
ら
、
禅
譲
放
伐
を
否
定
し
、
我
国
の
道
を
説
い
た
。
彼
の
依
拠
す
る
学
説
を
検
す
る
に
、
式
部
の
学
問
素
地
と
は
先
学
の
指
摘

す
る
如
く
、
正
英
や
雄
淵
、
中
で
も
望
楠
軒
よ
り
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
事
が
分
か
る
。

　

ま
た
、
青
年
時
代
の
式
部
は
既
に
、
中
古
以
降
は
「
王
室
衰
候
」
と
い
う
時
勢
観
を
抱
き
、
皇
統
も
何
ら
の
苦
難
も
な
く
継
承
さ
れ
て

き
た
と
い
う
楽
観
的
な
考
え
を
持
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
か
よ
う
な
式
部
の
時
勢
観
と
は
望
楠
軒
の
学
風
で
あ
る
「
悲
今
慕
古
」
と
、
同

学
派
よ
り
承
け
た
で
あ
ろ
う
栗
山
潜
鋒
『
保
建
大
記
』
に
依
拠
し
て
い
た
事
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
が
決
し
て
空
理
で
な
い
事
を
式
部

が
確
信
し
た
背
景
と
し
て
、
早
く
か
ら
徳
大
寺
家
に
接
触
し
て
い
た
事
は
閑
却
出
来
な
い
。「
日
に
衰
へ
」
た
公
家
の
姿
を
目
前
と
す
る

事
で
、
望
楠
軒
や
『
保
建
大
記
』
の
教
え
が
観
念
的
で
は
な
い
、
現
実
と
歴
史
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
事
を
式
部
は
痛
感
し
た
の
で
あ
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ろ
う
。
そ
れ
故
、
青
年
時
代
に
は
既
に
、「
王
室
衰
候
」
の
時
勢
観
を
抱
く
事
と
な
る
。

　

青
年
時
代
の
式
部
と
は
、
神
儒
兼
学
と
「
悲
今
慕
古
」
の
学
風
に
至
る
ま
で
、
望
楠
軒
よ
り
承
け
て
い
た
。
式
部
自
身
、
自
ら
の
学
統

と
し
て
闇
斎
―
浅
見
絅
斎
―
若
林
強
斎
に
連
な
る
神
儒
兼
学
の
学
者
と
い
う
認
識
を
抱
き
、
こ
の
学
風
こ
そ
が
学
祖
の
教
え
を
真
に
承
け

た
も
の
と
自
認
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
よ
う
な
学
統
認
識
は
弟
子
に
も
継
承
さ
れ
た
。

　

こ
の
論
争
を
き
っ
か
け
に
式
部
は
望
楠
軒
よ
り
「
義
絶
」
に
処
さ
れ
る
が
、
式
部
に
と
っ
て
は
神
儒
兼
学
こ
そ
が
、
学
祖
の
真
意
で
あ

る
と
い
う
信
念
の
も
と
に
、
先
輩
で
あ
る
尚
斎
―
訂
斎
ら
に
論
争
を
挑
ん
だ
の
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
論
争
に
於
け
る
式
部
の
本
意
と
は

学
祖
山
崎
闇
斎
の
正
統
た
ら
ん
と
す
る
強
固
な
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
師
説
を
外
れ
て
独
自
の
説
を
立
て
よ
う
と
す
る
考
え
な
ど
無

か
っ
た
事
は
間
違
い
な
い
。

　

か
く
の
如
き
、
青
年
時
代
の
竹
内
式
部
の
学
風
を
踏
ま
え
、
そ
の
後
の
式
部
の
言
行
を
検
討
す
る
事
で
、
よ
り
式
部
の
人
物
像
は
明
ら

か
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
課
題
と
し
た
い
。
以
上
、
諸
賢
の
御
叱
声
を
請
う
。

註

（
１
）  

竹
内
式
部
に
つ
い
て
は
こ
の
他
、
内
田
周
平
「
竹
内
式
部
と
望
楠
軒
と
の
関
係
」（『
國
學
院
雑
誌
』
十
九
―
六
、
大
正
二
年
）、
近
藤
啓
吾
「
宝
暦
の

変
」（『
続
々
山
崎
闇
齋
の
研
究
』
神
道
史
学
会
、
平
成
七
年
所
収
）、
拙
稿
「
竹
内
式
部
『
奉
公
心
得
書
』
の
成
立
と
受
容
に
つ
い
て
―
附
・『
事
君
弁
』

翻
刻
―
」（『
藝
林
』
六
七
―
二
、
平
成
三
十
年
）、「
竹
内
式
部
『
靖
献
遺
言
講
義
』
巻
之
三
〈
陶
淵
明
〉
に
つ
い
て
―
「
祖
国
一
体
」
か
ら
「
君
臣
合
体
」

へ
―
」（『
藝
林
』
六
八
―
二
、
令
和
元
年
）、「
崎
門
学
派
に
於
け
る
実
と
真
―
竹
内
式
部
の
「
義
絶
」
を
通
じ
て
―
」（『
神
道
史
研
究
』
六
七
―
二
、
令

和
元
年
）、「
竹
内
式
部
の
天
皇
観
―
桃
園
天
皇
へ
の
『
日
本
書
紀
』
御
進
講
の
「
目
的
」
に
つ
い
て
」（『
藝
林
』
六
九
―
二
、
令
和
二
年
）、「
竹
内
式
部

『
中
臣
祓
講
義
』
に
つ
い
て
―
「
人
欲
私
欲
」
観
を
中
心
に
―
」（『
國
學
院
雑
誌
』
一
二
一
―
一
〇
、
令
和
二
年
）
等
を
参
照
。

（
２
）  

望
楠
軒
が
式
部
と
「
義
絶
」
に
至
っ
た
経
過
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
崎
門
学
派
に
於
け
る
実
と
真
」
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。
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（
３
）  

前
掲
藤
田
、
一
五
頁
。

（
４
）  

若
林
強
斎
が
「
垂
加
翁
ノ
常
言
ニ
、
易
ハ
唐
ノ
神
代
巻
、
神
代
巻
ハ
日
本
ノ
易
ジ
ヤ
、
ト
云
サ
ト
サ
レ
シ
ト
ナ
リ
」（『
雑
話
続
録
』『
神
道
大
系　

垂
加

神
道
（
下
）』
神
道
大
系
編
纂
会
、
昭
和
五
十
三
年
所
収
、
一
九
七
頁
）
と
す
る
如
く
、
神
道
を
学
ぶ
者
に
と
っ
て
も
、
易
学
は
重
視
さ
れ
た
い
た
。

（
５
）  
拙
稿
「
崎
門
学
派
に
於
け
る
実
と
真
」
五
六
頁
。

（
６
）  
磯
前
順
一
・
小
倉
慈
司
編
『
近
世
朝
廷
と
垂
加
神
道
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
平
成
十
七
年
）、
拙
稿
「
崎
門
学
派
に
於
け
る
実
と
真
」
五
八
～
九
頁
参
照
。

（
７
）  

前
掲
内
田
、
四
九
頁
。

（
８
）  

山
本
嘉
将
『
香
川
景
樹
論
』（
育
英
書
院
、
昭
和
十
七
年
）
九
一
頁
、
兼
清
正
徳
『
人
物
叢
書　

香
川
景
樹
』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
十
八
年
）
一
八

頁
。
な
お
、
黒
岩
一
郎
「
景
樹
の
伝
記
」（『
香
川
景
樹
の
研
究
』
文
教
書
院
、
昭
和
三
十
二
年
所
収
）
に
よ
れ
ば
、
景
樹
が
香
川
家
へ
養
子
に
入
る
為
に
、

口
添
を
し
た
人
物
と
し
て
、
後
の
式
部
門
弟
西
洞
院
時
名
の
息
男
信
傭
で
あ
っ
た
事
を
指
摘
し
て
い
る
（
七
五
頁
）。

（
９
）  

前
掲
松
本
参
照
。

（
10
）  

同
書
に
つ
い
て
は
皇
學
館
大
学
松
本
丘
先
生
よ
り
複
写
を
御
提
供
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
11
）  

こ
の
式
部
の
姿
勢
と
は
、『
拘
幽
操
』
を
講
じ
た
浅
見
絅
斎
が
「
忠
ハ
中
心
ト
カ
ク
モ
、
ド
コ
デ
モ
君
ガ
大
切
デ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ
本
心
ノ
ヤ
ム
ニ
ヤ
マ

レ
ヌ
意
味
カ
ラ
ノ
コ
ト
ゾ
。
コ
ヽ
ヲ
目
ア
テ
ト
セ
ネ
バ
、
一
人
扶
持
ト
ル
者
モ
、
ド
ウ
モ
奉
公
ハ
ナ
ラ
ズ
」（『
拘
幽
操
師
説
』
近
藤
啓
吾
・
金
本
正
孝
編

『
浅
見
絅
齋
集
』
国
書
刊
行
会
、
平
成
元
年
所
収
、
六
七
二
頁
）
と
、
す
る
教
え
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
12
）  

前
掲
松
本
、
二
五
二
頁
。

（
13
）  

『
黙
識
録
』（
松
雲
堂
、
昭
和
八
年
）。

（
14
）  

同
右
。

（
15
）  

近
藤
啓
吾
『
浅
見
絅
齋
の
研
究
』（
神
道
史
学
会
、
昭
和
四
十
五
年
）
九
七
～
九
九
頁
参
照
。

（
16
）  

尚
斎
が
京
都
移
住
後
に
手
厚
く
指
導
を
受
け
た
の
は
絅
斎
で
あ
り
、
彼
の
奨
め
に
よ
っ
て
「
尚
斎
」
を
名
乗
っ
た
（
吉
田
健
舟
・
海
老
田
輝
巳
『
佐
藤

直
方 

三
宅
尚
斎
』
明
徳
出
版
社
、
平
成
二
年
参
照
）。『
黙
識
録
』
に
は
「
辛
亥
（
筆
者
註
―
享
保
元
年
か
）
十
月
二
十
五
日
。
夜
夢
見
絅
斎
先
生
。
先

生
曰
。
予
四
十
年
来
。
持
一
敬
字
」
と
夢
に
ま
で
「
絅
斎
先
生
」
が
現
れ
、
教
え
を
受
け
た
事
を
見
れ
ば
、
彼
が
絅
斎
を
篤
く
敬
慕
し
て
い
た
事
が
分
か
る
。

（
17
）  

絅
斎
の
学
脈
を
承
け
た
望
楠
軒
と
尚
斎
と
が
、
比
較
的
近
し
い
関
係
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
尚
斎
の
高
弟
で
崎
門
学
派
の
先
輩
に
あ
た
る
久
米
訂
斎

に
、
山
本
復
斎
の
息
男
を
望
楠
軒
は
預
け
た
の
で
あ
ろ
う
（
拙
稿
「
崎
門
学
派
に
於
け
る
実
と
真
」、
六
四
～
六
五
頁
）。
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（
18
）  

な
お
、
強
斎
と
三
宅
尚
斎
と
は
師
説
継
承
を
巡
り
、「
絶
交
」
に
至
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
強
斎
に
先
輩
を
批
判
す
る
意
思
は
無
く
、
尚
斎
か
ら
の
「
絶

交
」
は
思
い
が
け
ぬ
も
の
で
、
反
省
し
て
い
た
（
近
藤
啓
吾
「
洪
範
全
書
続
録
を
め
ぐ
り
て
」『
若
林
強
齋
の
研
究
』
神
道
史
学
会
、
昭
和
五
十
四
年
所
収

参
照
）。

（
19
）  
『
尚
斎
先
生
雑
談
録
』（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
、
読
点
筆
者
）
享
保
十
五
年
六
月
二
十
五
日
条
に
よ
れ
ば
、「
絅
斎
先
生
神
書
ハ
一
吟
味
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ

モ
ノ
ゾ
、
ヲ
レ
ガ
神
道
ヲ
キ
ケ
バ
ト
ン
ト
聖
人
ノ
道
ニ
カ
ハ
ル
コ
ト
ハ
無
ナ
リ
、
然
レ
ド
モ
ワ
ケ
ノ
ア
ル
コ
ト
ト
云
レ
タ
ヒ
ト
ド
モ
、
ツ
イ
ニ
キ
カ
ナ
ン

ダ
ナ
リ
、
若
年
ノ
時
分
山
崎
先
生

モ
（
マ
マ
。「
ニ
」カ
）キ

カ
レ
タ
聞
書
ア
ツ
テ
、
ソ
レ
ガ
若
林
氏
ヘ
伝
テ
ソ
レ
ヲ
玉
木
韋マ

マ

斎
ヘ
見
セ
ラ
レ
タ
レ
バ
、
コ
レ
程
大
切
ナ
書

ハ
ナ
シ
、
写
シ
タ
シ
ト
有
テ
写
シ
オ
カ
レ
テ
若
林
玉
木
両
氏
ノ
外
ニ
ハ
ナ
キ
ヨ
シ
ト
咄
シ
テ
然
レ
バ
絅
斎
先
生
モ
晩
年
ハ
カ
ウ
云
レ
タ
ト
ミ
エ
ル
…
我
聖

人
ノ
書
デ
事
足
レ
バ
少
テ
モ
紛
ラ
ハ
シ
キ
コ
ト
ヲ
ス
ル
ト
後
世
ノ
迷
ヒ
ニ
ナ
ル
、
カ
ウ
云
ト
山
崎
先
生
ヲ
打
ヤ
ブ
ル
ニ
ナ
ル
デ
気
ノ
毒
ナ
レ
ド
モ
大
ナ
ル

ツ
イ
ヘ
ヲ
開
ク
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ハ
セ
ヌ
ガ
ヨ
キ
ゾ
」
と
あ
る
如
く
、
晩
年
の
絅
斎
が
神
道
に
傾
倒
し
て
い
た
事
は
尚
斎
も
知
っ
て
い
た
。
こ
の
事
に
つ
い
て

は
闇
斎
を
も
批
判
す
る
様
で
気
の
毒
だ
が
、「
聖
人
ノ
書
」
で
事
足
り
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
紛
ら
わ
し
い
事
に
力
を
浪
費
す
る
の
は
後
世
の
同
学
に
と
っ

て
も
迷
い
と
な
り
、
や
ら
ぬ
方
が
良
い
と
尚
斎
は
い
う
。
た
だ
し
、
最
晩
年
の
絅
斎
は
「
嘉
右
衛
門
殿
ノ
落
穂
ヲ
ヒ
ラ
フ
」（『
雑
話
筆
記
』『
神
道
大
系　

垂
加
神
道
（
下
）』
所
収
、
七
四
頁
）
べ
く
、
神
道
修
学
に
励
ん
だ
如
く
で
あ
り
、
こ
の
「
微
意
」
を
受
け
た
の
が
強
斎
で
あ
っ
た
。

（
20
）

（
21
）  

「
答
跡
部
良
賢
門
目
」（『
近
世
社
会
経
済
学
説
大
系　

浅
見
絅
斎
集
』
誠
文
堂
新
光
社
、
昭
和
十
四
年
所
収
）
二
八
二
～
二
八
三
頁
。

（
22
）  

『
尚
斎
先
生
雑
談
録
』
享
保
十
七
年
三
月
二
十
五
日
条
に
は
、「
絅
斎
先
生
ノ
門
人
神
道
ヲ
吟
味
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
様
ニ
云
ユ
エ
静
斎
ニ
問
タ
レ
バ
絅
斎
ノ

死
ル
ヽ
時
、
若
キ
モ
ノ
ハ
神
道
ヲ
モ
吟
味
セ
ヨ
ト
云
レ
タ
ト
、
此
一
言
ヨ
リ
ア
ノ
如
ク
誤
リ
来
レ
リ
」
と
、
絅
斎
の
学
脈
を
受
け
る
者
が
挙
っ
て
神
道
を

学
ぶ
所
以
を
強
斎
門
弟
の
小
林
静
斎
に
問
う
た
と
こ
ろ
、
絅
斎
の
遺
命
で
あ
る
事
を
知
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
誤
リ
」
が
起
き
た
の
だ
と
嘆
く
。
壮
年
の

絅
斎
か
ら
感
化
を
受
け
た
尚
斎
、
晩
年
の
絅
斎
か
ら
感
化
を
受
け
た
強
斎
と
で
、
学
風
を
異
と
し
た
の
は
、
闇
斎
が
「
儒
教
、
神
道
と
た
ど
つ
た
思
想
の

遍
歴
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
、
そ
の
内
面
に
於
け
る
思
想
の
転
回
に
伴
ふ
相
克
の
跡
は
、
門
下
が
、
闇
斎
の
ど
の
時
点
の
思
想
を
継
承
し
た
か
と
い
ふ
問
題
に

伴
つ
て
、
当
然
、
門
流
間
の
対
立
論
争
と
い
ふ
形
で
、
再
び
繰
返
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
」（
前
掲
近
藤
「
洪
範
全
書
続
録
を
め
ぐ
り
て
」
二
四
三
頁
）
の

と
同
義
で
あ
ろ
う
。

伐
ニ　
　

一
○

各
以
ス
ル　

　
　

中

其
ノ
　

時
ヲ　
　

上

者
○

皆
律
ル　
　

二

天
ノ
　

時
ニ　
　

一

之
事
也
」
と
あ
る
如
く
、「
禅
授
放
伐
」
は
「
天
」
の
下
し
た
命
（「
性
」「
中
」）
を
「
聖
王
」
が
時
事
に
応

じ
て
、
従
っ
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
。

　

嘉
点
『
中
庸
或
問
』（
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
）
に
て
、「
古
先
聖
王
之
所
ノ　
　

下

以
迎
ヘ　
　

レ

日
ヲ
　

推
シ　
　

レ

筴
ヲ
　

頒
チ　
　

レ

朔
ヲ
　

授
ケ　
　

レ

民
ニ
　

○

而
其
ノ
　

大
ナ
ル

　
　

至
マ
テ　

　
　

二

於
禅
授
放



164竹内式部の学問形成について

（
23
）  

絅
斎
の
学
問
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
竹
内
式
部
『
靖
献
遺
言
講
義
』
巻
之
三
〈
陶
淵
明
〉
に
つ
い
て
」
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

（
24
）  

垂
加
神
道
に
於
け
る
「
心
神
」
論
は
近
藤
啓
吾
「
心
神
考
―
三
輪
大
神
と
山
崎
闇
斎
」（『
山
崎
闇
齋
の
研
究
』
神
道
史
学
会
、
昭
和
六
十
一
年
所
収
）、

西
岡
和
彦
「
山
崎
闇
斎
と
三
輪
」（『
大
美
和
』
一
三
二
、
平
成
二
十
九
年
）
等
を
参
照
。

（
25
）  
拙
稿
「
竹
内
式
部
『
靖
献
遺
言
講
義
』
巻
之
三
〈
陶
淵
明
〉
に
つ
い
て
」
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

（
26
）  
『
日
本
玉
霊
』「
神
道
」
条
は
後
に
『
神
道
学
則
日
本
魂
』「
附
録　

学
則
問
答
」
と
し
て
挿
入
さ
れ
た
。
西
田
長
男
「
近
世
に
お
け
る
日
本
魂
論
の
源

流
」（『
日
本
神
道
史
研
究
』
七
、
講
談
社
、
昭
和
五
十
三
年
所
収
）
に
よ
れ
ば
、『
日
本
玉
霊
』
の
成
立
と
は
享
保
十
五
年
五
月
十
八
日
か
ら
享
保
十
六
年

秋
ま
で
に
著
さ
れ
た
も
の
と
い
う
。
同
書
奥
付
に
よ
れ
ば
、
雄
淵
の
弟
子
須
部
玄
仙
の
録
し
た
も
の
を
式
部
の
畏
友
谷
川
士
清
が
写
し
た
も
の
で
あ
る
。

当
時
の
雄
淵
に
従
学
し
た
者
は
彼
の
「
日
本
魂
」
論
に
感
銘
を
受
け
て
お
り
、
同
時
期
に
彼
ら
と
学
ん
で
い
た
式
部
も
例
外
で
は
無
か
ろ
う
。
な
お
、
式

部
へ
の
「
日
本
魂
」
論
の
継
承
に
つ
い
て
は
拙
稿
同
右
二
二
六
～
二
二
八
頁
参
照
。

（
27
）  

前
掲
近
藤
『
若
林
強
齋
の
研
究
』
参
照
。

（
28
）  

『
保
建
大
記
』
に
つ
い
て
は
、
松
本
丘
『
尚
仁
親
王
と
栗
山
潜
鋒
』（
神
道
史
学
会
、
平
成
十
六
年
）
等
を
参
照
。

（
29
）  

『
雑
話
続
録
』
一
七
五
頁
。

（
30
）  

式
部
は
強
斎
亡
き
後
、
彼
を
「
先
師
」
と
呼
び
、
ま
た
そ
の
祠
堂
へ
の
拝
礼
を
強
斎
の
女
婿
で
望
楠
軒
講
主
を
継
い
だ
小
野
鶴
山
へ
願
い
出
て
お
り
、

式
部
が
強
斎
を
慕
っ
て
い
た
事
は
間
違
い
な
い
（
前
掲
内
田
参
照
）。

（
31
）  

註
（
18
）
参
照
。

（
32
）  

近
藤
啓
吾
「
小
野
鶴
山
の
『
孟
子
講
義
』」（『
小
野
鶴
山
の
研
究
』
神
道
史
学
会
、
平
成
十
四
年
所
収
）
に
明
ら
か
な
如
く
、
禅
譲
放
伐
を
否
定
す
る
姿

勢
は
、
闇
斎
―
絅
斎
―
強
斎
の
学
脈
に
位
置
す
る
式
部
と
鶴
山
と
の
間
に
相
違
点
な
ど
無
か
っ
た
。

（
33
）  

註
（
１
）
拙
稿
諸
研
究
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

（
34
）  

実
際
、
後
に
徳
大
寺
公
城
が
桃
園
天
皇
に
命
に
応
じ
て
編
纂
し
た
『
進
講
筆
記
』
で
は
幕
府
に
対
し
、
朝
廷
が
衰
微
し
た
事
を
公
城
は
嘆
い
て
お
り
、

そ
の
根
本
的
要
因
が
公
家
や
天
皇
に
あ
る
事
を
諫
言
し
て
い
る
（「
竹
内
式
部
の
天
皇
観
」
一
一
四
、
一
一
九
頁
参
照
）。


